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(57)【要約】
【課題】貨幣を回収部に送る貨幣送り処理をこまめに行
うことにより毎回の貨幣送り処理にかかる時間を短縮す
ることができる貨幣処理機および貨幣処理方法を提供す
る。
【解決手段】貨幣処理機１０の制御部１５は、貨幣の入
金処理が行われる際に、各収納繰出部２７、３４に収納
されている貨幣の合計金額が記憶部４７に記憶されてい
る残置合計金額よりも多い場合に、各収納繰出部２７、
３４に収納されている貨幣の合計金額が記憶部４７に記
憶されている残置合計金額と略同一になり、かつ各収納
繰出部２７、３４に収納されている貨幣の枚数が記憶部
４７に記憶されている金種毎残置枚数に近づくように、
投入部（紙幣投入口２１や硬貨投入口３１）または各収
納繰出部２７、３４から貨幣収納部４０に貨幣を送る貨
幣送り処理を行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　貨幣を筐体の外部から内部に投入するための投入部と、
　貨幣を金種毎に収納するとともに収納されている貨幣を繰出可能な複数の収納繰出部と
、
　回収されるべき貨幣が各前記収納繰出部から送られる回収部と、
　各前記収納繰出部に残置されるべき貨幣の合計金額である残置合計金額および各前記収
納繰出部に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報を記憶す
る記憶部と、
　貨幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が
前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部に収納さ
れている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額と略同一になり、か
つ各前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残
置枚数に近づくように、前記投入部または各前記収納繰出部から前記回収部に貨幣を送る
貨幣送り処理を行う制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項２】
　前記制御部は、前記投入部に投入された貨幣を当該投入部から各前記収納繰出部に送る
貨幣の入金処理が完了した後に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前
記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部から前記回
収部に貨幣を送る貨幣送り処理を行うようになっている、請求項１記載の貨幣処理機。
【請求項３】
　前記制御部は、前記投入部に投入された貨幣を当該投入部から各前記収納繰出部に送る
貨幣の入金処理の途中で、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前記記憶
部に記憶されている残置合計金額よりも多くなった場合に、前記投入部から前記回収部に
貨幣を送る貨幣送り処理を行うようになっている、請求項１記載の貨幣処理機。
【請求項４】
　前記制御部は、貨幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨
幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合において、金額
が小さい金種から順に前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶さ
れている金種毎残置枚数よりも多いか否かを判定し、前記収納繰出部に収納されている貨
幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残置枚数よりも多いときに当該収納繰出部
に対応する金種の貨幣の貨幣送り処理を行う、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の貨
幣処理機。
【請求項５】
　前記制御部は、貨幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨
幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合において、ある
金種に対応する前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されてい
る金種毎残置枚数よりも少ないときには、各前記収納繰出部に収納されている当該金種の
貨幣およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数の金種の貨幣の合計金額が所定
金額以上となるように他の１または複数の金種の貨幣の貨幣送り処理を行う、請求項４記
載の貨幣処理機。
【請求項６】
　前記所定金額は、ある金種およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数の金種
について、前記記憶部に記憶されている各金種に対応する金種毎残置枚数と当該金種の金
額とを掛けた値である金種毎残置金額の合計値である、請求項５記載の貨幣処理機。
【請求項７】
　貨幣を筐体の外部から内部に投入するための投入部と、
　貨幣を金種毎に収納するとともに収納されている貨幣を繰出可能な複数の収納繰出部と
、
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　貨幣の入金処理が行われる際に各前記収納繰出部に送られる前の貨幣が一時的に保留さ
れる一時保留部と、
　回収されるべき貨幣が各前記収納繰出部から送られる回収部と、
　各前記収納繰出部に残置されるべき貨幣の合計金額である残置合計金額および各前記収
納繰出部に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報を記憶す
る記憶部と、
　貨幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が
前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部に収納さ
れている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額と略同一になり、か
つ各前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残
置枚数に近づくように、前記一時保留部から前記回収部に貨幣を送る貨幣送り処理を行う
制御部と、
　を備えた、貨幣処理機。
【請求項８】
　貨幣を筐体の外部から内部に投入するための投入部、貨幣を金種毎に収納するとともに
収納されている貨幣を繰出可能な複数の収納繰出部、および回収されるべき貨幣が各前記
収納繰出部から送られる回収部を有する貨幣処理機による貨幣処理方法であって、
　各前記収納繰出部に残置されるべき貨幣の合計金額である残置合計金額および各前記収
納繰出部に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報を記憶部
に記憶させておく工程と、
　前記投入部に投入された貨幣を当該投入部から各前記収納繰出部に送る貨幣の入金処理
を行う工程と、
　貨幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が
前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部に収納さ
れている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額と略同一になり、か
つ各前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残
置枚数に近づくように、前記投入部または各前記収納繰出部から前記回収部に貨幣を送る
工程と、
　を備えた、貨幣処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣や硬貨等の貨幣の処理を行う貨幣処理機およびこのような貨幣処理機に
よる貨幣処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗において売上金等の貨幣の入金処
理、釣銭準備金等の貨幣の出金処理、および回収業務を行う警送会社等の収集業者へ売上
金等の貨幣を引き渡す引渡処理等を行う貨幣処理機が従来から知られている（例えば、特
許文献１等参照）。このような貨幣処理機は、警送会社等の収集業者により回収されるべ
き貨幣が収納される回収部と、筐体の外部から内部に取り込まれた貨幣を一時的に収納す
るとともに、この収納された貨幣または筐体の外部から内部に取り込まれた貨幣を回収部
に送ったり筐体の外部に返却したりするリサイクル処理機構とを備えている。リサイクル
処理機構に収納された貨幣（上部の貨幣）と、回収部に収納された貨幣（下部の貨幣）の
管理権限は区別されており、前者の管理権限は貨幣処理機に対して入金処理や出金処理を
行う店舗側にあり、後者の管理権限は貨幣処理機から紙幣の回収を行う警送会社等の収集
業者側にある。また、このような貨幣処理機において、リサイクル処理機構に収納されて
いる貨幣を回収部に送るような引渡処理が行われるようになっており、引渡処理が行われ
た貨幣の管理権限が店舗側から収集業者側に変更されるようになっている。また、このよ
うな貨幣処理機では、当該貨幣処理機の上部の貨幣に対する入金処理、出金処理、引渡処
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理等の操作や、上部の貨幣の入出金情報や、収納されている貨幣の金種別枚数データまた
は合計金額もしくは金種別金額のデータである在高データへのアクセスは店舗側の権限の
ある操作者のみが行うことができ、一方、貨幣処理機の下部に位置する回収部からの貨幣
の回収は警送会社等の収集業者のみが行うことができるようになっている。
【０００３】
　また、特許文献２に開示されるような貨幣入出金機では、残置すべき金額分の貨幣を金
種毎の収納部に残し、残りの貨幣を回収カセットに送るような定額残置処理が行われるよ
うになっている。このような定額残置処理を行うことにより、釣銭準備金として各収納部
に残すべき金額分の貨幣以外の貨幣（具体的には、売上金としての貨幣）を回収カセット
に送ることができるため、できるだけ多くの貨幣を回収カセットにより回収することがで
きるようになる。より詳細には、貨幣入出金機が設置される窓口販売システムにおいて、
一日の業務終了時などに、貨幣入出金機内の貨幣を回収カセットに回収し、この回収カセ
ットを貨幣入出金機から取り外してバックヤード領域の金庫などに持っていく終了業務を
行うようになっており、回収されるべき貨幣を各収納部から回収カセットに送る際に、上
述した定額残置処理を行うことができるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５２９６１９１号
【特許文献２】特開平１１－２１３２１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２に開示される貨幣入出金機では、回収されるべき貨幣を各収納部から回収カ
セットに送る処理は一日の業務終了時などに行われるため、一日の業務が終了した時点に
おける各収納部に収納される貨幣の量が多い場合には、一日の業務終了時に行われる、回
収されるべき貨幣を各収納部から回収カセットに送る処理に時間がかかるという問題があ
る。
【０００６】
　本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、貨幣を回収部に送る貨幣送り
処理をこまめに行うことができるため毎回の貨幣送り処理にかかる時間を短縮することが
できる貨幣処理機および貨幣処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣を筐体の外部から内部に投入するための投入部と、貨幣を
金種毎に収納するとともに収納されている貨幣を繰出可能な複数の収納繰出部と、回収さ
れるべき貨幣が各前記収納繰出部から送られる回収部と、各前記収納繰出部に残置される
べき貨幣の合計金額である残置合計金額および各前記収納繰出部に残置されるべき貨幣の
金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報を記憶する記憶部と、貨幣の入金処理が行
われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶され
ている残置合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金
額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額と略同一になり、かつ各前記収納繰出部に
収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残置枚数に近づくように
、前記投入部または各前記収納繰出部から前記回収部に貨幣を送る貨幣送り処理を行う制
御部と、を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　このような貨幣処理機によれば、貨幣の入金処理が行われる度に、所定の残置合計金額
の貨幣を各収納繰出部に残し、それ以外の貨幣を回収部に送ることにより、貨幣を回収部
に送る貨幣送り処理をこまめに行うことができるため毎回の貨幣送り処理にかかる時間を
短縮することができる。
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【０００９】
　本発明の貨幣処理機においては、前記制御部は、前記投入部に投入された貨幣を当該投
入部から各前記収納繰出部に送る貨幣の入金処理が完了した後に、各前記収納繰出部に収
納されている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合
に、各前記収納繰出部から前記回収部に貨幣を送る貨幣送り処理を行うようになっていて
もよい。
【００１０】
　あるいは、前記制御部は、前記投入部に投入された貨幣を当該投入部から各前記収納繰
出部に送る貨幣の入金処理の途中で、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額
が前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多くなった場合に、前記投入部から前
記回収部に貨幣を送る貨幣送り処理を行うようになっていてもよい。
【００１１】
　本発明の貨幣処理機においては、前記制御部は、貨幣の入金処理が行われる際に、各前
記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金
額よりも多い場合において、金額が小さい金種から順に前記収納繰出部に収納されている
貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残置枚数よりも多いか否かを判定し、前
記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残置枚数
よりも多いときに当該収納繰出部に対応する金種の貨幣の貨幣送り処理を行うようになっ
ていてもよい。
【００１２】
　この場合、前記制御部は、貨幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納さ
れている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合にお
いて、ある金種に対応する前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記
憶されている金種毎残置枚数よりも少ないときには、各前記収納繰出部に収納されている
当該金種の貨幣およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数の金種の貨幣の合計
金額が所定金額以上となるように他の１または複数の金種の貨幣の貨幣送り処理を行うよ
うになっていてもよい。
【００１３】
　また、前記所定金額は、ある金種およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数
の金種について、前記記憶部に記憶されている各金種に対応する金種毎残置枚数と当該金
種の金額とを掛けた値である金種毎残置金額の合計値であってもよい。
【００１４】
　本発明の貨幣処理機は、貨幣を筐体の外部から内部に投入するための投入部と、貨幣を
金種毎に収納するとともに収納されている貨幣を繰出可能な複数の収納繰出部と、貨幣の
入金処理が行われる際に各前記収納繰出部に送られる前の貨幣が一時的に保留される一時
保留部と、回収されるべき貨幣が各前記収納繰出部から送られる回収部と、各前記収納繰
出部に残置されるべき貨幣の合計金額である残置合計金額および各前記収納繰出部に残置
されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報を記憶する記憶部と、貨
幣の入金処理が行われる際に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前記
記憶部に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部に収納されて
いる貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置合計金額と略同一になり、かつ各
前記収納繰出部に収納されている貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残置枚
数に近づくように、前記一時保留部から前記回収部に貨幣を送る貨幣送り処理を行う制御
部と、を備えたことを特徴とする。
【００１５】
　このような貨幣処理機によれば、貨幣の入金処理が行われる度に、所定の残置合計金額
の貨幣を各収納繰出部に残し、それ以外の貨幣を一時保留部から回収部に送ることにより
、貨幣を回収部に送る貨幣送り処理をこまめに行うことができるため毎回の貨幣送り処理
にかかる時間を短縮することができる。
【００１６】
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　本発明の貨幣処理方法は、貨幣を筐体の外部から内部に投入するための投入部、貨幣を
金種毎に収納するとともに収納されている貨幣を繰出可能な複数の収納繰出部、および回
収されるべき貨幣が各前記収納繰出部から送られる回収部を有する貨幣処理機による貨幣
処理方法であって、各前記収納繰出部に残置されるべき貨幣の合計金額である残置合計金
額および各前記収納繰出部に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に
係る情報を記憶部に記憶させておく工程と、前記投入部に投入された貨幣を当該投入部か
ら各前記収納繰出部に送る貨幣の入金処理を行う工程と、貨幣の入金処理が行われる際に
、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前記記憶部に記憶されている残置
合計金額よりも多い場合に、各前記収納繰出部に収納されている貨幣の合計金額が前記記
憶部に記憶されている残置合計金額と略同一になり、かつ各前記収納繰出部に収納されて
いる貨幣の枚数が前記記憶部に記憶されている金種毎残置枚数に近づくように、前記投入
部または各前記収納繰出部から前記回収部に貨幣を送る工程と、を備えたことを特徴とす
る。
【００１７】
　このような貨幣処理方法によれば、貨幣の入金処理が行われる度に、所定の残置合計金
額の貨幣を各収納繰出部に残し、それ以外の貨幣を回収部に送ることにより、貨幣を回収
部に送る貨幣送り処理をこまめに行うことができるため毎回の貨幣送り処理にかかる時間
を短縮することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の貨幣処理機および貨幣処理方法によれば、貨幣を回収部に送る貨幣送り処理を
こまめに行うことにより毎回の貨幣送り処理にかかる時間を短縮することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態による貨幣処理機の外観を示す斜視図である。
【図２】図１に示す貨幣処理機における紙幣処理装置の内部構成の一例を示す構成図であ
る。
【図３】図１に示す貨幣処理機における硬貨処理装置の内部構成の一例を示す構成図であ
る。
【図４】図１に示す貨幣処理機における制御系の構成を示す機能ブロック図である。
【図５】図１に示す貨幣処理機の記憶部に記憶されている、各収納繰出部に残置されるべ
き貨幣の合計金額である残置合計金額および各収納繰出部に残置されるべき貨幣の金種毎
の枚数である金種毎残置枚数に係る情報を示す表である。
【図６】図１に示す貨幣処理機において貨幣送り処理が行われるときの動作を示すフロー
チャートである。
【図７】図６に示すフローチャートに引き続く、図１に示す貨幣処理機において貨幣送り
処理が行われるときの動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の他の構成例に係る貨幣釣銭機およびＰＯＳレジスタの外観を示す斜視図
である。
【図９】図８に示す貨幣釣銭機およびＰＯＳレジスタの構成の概略を示す概略構成図であ
る。
【図１０】図８に示す貨幣釣銭機およびＰＯＳレジスタの制御系の構成を示す機能ブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。図１乃至図７は、本実施
の形態による貨幣処理機を示す図である。このうち、図１は、本実施の形態による貨幣処
理機の外観を示す斜視図であり、図２および図３は、それぞれ、図１に示す貨幣処理機に
おける紙幣処理装置および硬貨処理装置の内部構成を示す構成図である。また、図４は、
図１に示す貨幣処理機における制御系の構成を示す機能ブロック図であり、図５は、図１
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に示す貨幣処理機の記憶部に記憶されている、各収納繰出部に残置されるべき貨幣の合計
金額である残置合計金額および各収納繰出部に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である
金種毎残置枚数に係る情報を示す表である。また、図６および図７は、図１に示す貨幣処
理機において貨幣送り処理が行われるときの動作を示すフローチャートである。
【００２１】
　本実施の形態による貨幣処理機は、例えば運送会社の営業所等に設置されるようになっ
ており、例えば朝にこれから配送品の配送を行おうとする複数の配送ドライバーによって
当該貨幣処理機から釣銭準備金としての貨幣が出金されるとともに、例えば夕方や夜に物
品の配送を終えた配送ドライバーによって新規の配送品の配送料や代金引換等に係る売上
金としての貨幣が貨幣処理機に入金されるようになっている。ここで、配送ドライバーは
、顧客から新規の配送品の配送料や代金引換としての貨幣を受け取った際に、朝に営業所
等で受け取った釣銭準備金としての貨幣の中から釣銭としての貨幣を顧客に返すようにな
っている。なお、本実施の形態では、各配送ドライバーによって朝に貨幣処理機から釣銭
準備金として出金される貨幣の合計金額および金種毎の枚数の構成は予め決められている
。また、昼間には、警送会社等の回収業者により貨幣処理機から売上金としての貨幣が回
収されるようになっている。このように、本実施の形態による貨幣処理機は、売上金とし
ての貨幣の入金処理や、釣銭準備金等の貨幣の出金処理、および貨幣の回収業務を行う警
送会社等の回収業者へ売上金等の貨幣を引き渡す引渡処理等を行うようになっている。
【００２２】
　図１に示すように、本実施の形態による貨幣処理機１０は略直方体形状の筐体１１を備
えており、この筐体１１の内部には、貨幣処理機１０を前方から見て上部において左右に
並ぶよう配置された紙幣処理装置２０および硬貨処理装置３０が設けられている。ここで
、紙幣処理装置２０および硬貨処理装置３０は、それぞれ、紙幣や硬貨の入金処理および
出金処理を行うようになっている。また、貨幣処理機１０の筐体１１の内部において、紙
幣処理装置２０および硬貨処理装置３０の下方には、硬貨および紙幣の収納を行う貨幣収
納部４０（回収部）が設けられている。ここで、貨幣処理機１０のうち、紙幣処理装置２
０および硬貨処理装置３０は店舗側の管理権限下にあり、貨幣収納部４０は警送会社等の
回収業者側の管理権限下にある。
【００２３】
　紙幣処理装置２０の構成の詳細について図１および図２を用いて説明する。図２は、図
１に示す紙幣処理装置２０の内部構成を右側から見たときの図である。なお、図２におけ
る筐体１１の左側の側面が紙幣処理装置２０の前面側（すなわち、紙幣処理装置２０を手
前側から見たときの正面側）となっており、図２における右方向が筐体１１の奥行き方向
となっている。図１および図２に示すように、紙幣処理装置２０は、当該紙幣処理装置２
０内への紙幣の取り込みを行う紙幣投入口２１と、紙幣処理装置２０内に取り込まれた紙
幣のうち偽札や識別不能な紙幣等のリジェクトを行う紙幣リジェクト口２２と、紙幣処理
装置２０内に取り込まれた紙幣のうち貨幣収納部４０に収納されない紙幣を紙幣処理装置
２０の外部に返却する紙幣返却口２３とを備えている。また、図２に示すように、紙幣処
理装置２０の内部には、紙幣投入口２１に投入された紙幣を紙幣処理装置２０内で搬送す
る搬送部２５が設けられている。
【００２４】
　紙幣投入口２１は、操作者により１または束状態の複数の紙幣が短手方向に一括して投
入されるよう構成されている。図１に示すように、この紙幣投入口２１には紙幣ステージ
２８が配設されている。紙幣ステージ２８は、待機時には上昇位置にありこの際には操作
者は紙幣投入口２１に紙幣を投入することができず、一方、紙幣の入金処理時や補充処理
時には下降して操作者が紙幣投入口２１に紙幣を投入することができるように構成されて
いる。また、図２に示すように、紙幣投入口２１は搬送部２５に接続されており、紙幣投
入口２１に投入された１または束状態の複数の紙幣は、１枚ずつ搬送部２５に繰り出され
て当該搬送部２５で搬送されるようになっている。また、紙幣リジェクト口２２は、図２
に示すように搬送部２５に接続されており、紙幣投入口２１により紙幣処理装置２０内に
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取り込まれた紙幣のうち後述する識別部２６によりリジェクトすべき紙幣であると識別さ
れた紙幣や識別部２６で識別することができなかった紙幣が搬送部２５から送られるよう
になっている。操作者はこの紙幣リジェクト口２２に送られた紙幣を筐体１１の前面側か
ら取り出すことができるようになっている。
【００２５】
　図２に示すように、紙幣返却口２３には、搬送部２５に接続された紙幣保留部２９が設
けられている。この紙幣保留部２９には、搬送部２５から紙幣が送られるようになってい
る。また、紙幣返却口２３には開閉可能な扉２４が設けられている。紙幣保留部２９にあ
る紙幣を返却する場合には、扉２４が開いて操作者は紙幣返却口２３から紙幣を取り出す
ことができるようになっている。扉２４は、紙幣の取り出しが可能な状態になれば、自動
的に開くようになっている。なお、後述のように、紙幣保留部２９内に保留された紙幣は
、操作者により紙幣返却口２３から取り出される代わりに、貨幣収納部４０内に配置され
た紙幣回収カセット４１（後述）に送られる場合もある。
【００２６】
　搬送部２５は、紙幣処理装置２０の内部で紙幣を１枚ずつ順次搬送する機能を有してい
る。具体的には、搬送部２５において、紙幣は一対のベルト間に挟まれて搬送路に沿って
搬送されるようになっている。また、図２に示すように、搬送部２５に設けられた搬送路
は様々な箇所で分岐するようになっており、この搬送路が分岐する箇所には分岐部材（図
示せず）が設けられている。各分岐部材は例えば分岐爪からなり、これらの分岐部材はそ
れぞれ後述する制御部１５により制御されるようになっている。また、搬送部２５には、
当該搬送部２５で搬送される紙幣の識別を行う識別部２６が設けられている。この識別部
２６は、搬送部２５で搬送される紙幣の金種、真偽、正損、表裏、新旧、搬送状態等を識
別するようになっている。識別部２６による紙幣の識別結果は後述する制御部１５に送ら
れるようになっている。
【００２７】
　紙幣処理装置２０の内部には、複数（例えば３つ）の収納繰出部２７（２７ａ～２７ｃ
）が横方向に並ぶよう設けられている。ここで、本実施の形態では、各収納繰出部２７（
２７ａ～２７ｃ）は、金種毎に紙幣を収納するようになっている。具体的には、３つの収
納繰出部２７のうち一番左側の収納繰出部２７ａには千円紙幣が収納され、左から２番目
の収納繰出部２７ｂには二千円紙幣および五千円紙幣が混合状態で収納され、左から３番
目の収納繰出部２７ｃには一万円紙幣が収納されるようになっている。図２に示すように
、各収納繰出部２７は、正逆両方向に回転可能なドラム２７ｐをそれぞれ有しており、各
ドラム２７ｐに帯状のテープが巻き取られるようになっている。搬送部２５から各収納繰
出部２７に送られた紙幣は、テープに押さえられた状態で１枚ずつ順次ドラム２７ｐによ
り巻き取られて収納される。また、ドラム２７ｐを逆転させると、巻き取られた紙幣が１
枚ずつ搬送部２５に送られる。このように、各収納繰出部２７は、搬送部２５から送られ
た紙幣を収納するとともに収納されている紙幣を１枚ずつ搬送部２５に繰出可能となって
いる。
【００２８】
　また、紙幣処理装置２０の内部において搬送部２５には入金一時保留部５０が接続され
ている。入金一時保留部５０は、搬送部２５から送られた紙幣を収納するとともに収納さ
れている紙幣を搬送部２５に１枚ずつ繰出可能となっている。具体的には、図２に示すよ
うに、入金一時保留部５０は、正逆両方向に回転可能なドラム５０ｐをそれぞれ有してお
り、ドラム５０ｐに帯状のテープが巻き取られるようになっている。搬送部２５から入金
一時保留部５０に送られた紙幣は、テープに押さえられた状態で１枚ずつ順次ドラム５０
ｐにより巻き取られて収納される。また、ドラム５０ｐを逆転させると、巻き取られた紙
幣が１枚ずつ搬送部２５に送られる。このような入金一時保留部５０は、各収納繰出部２
７の右隣に配置されている。
【００２９】
　紙幣保留部２９は、前述のように紙幣返却口２３に設けられており、図２に示すように
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搬送部２５に接続されている。この紙幣保留部２９には、紙幣投入口２１に投入された紙
幣や、各収納繰出部２７に収納された紙幣が搬送部２５により送られるようになっており
、搬送部２５から送られた紙幣を束状態で複数保留することができるようになっている。
図２に示すように、紙幣保留部２９には一時保留板２９ａおよび押さえ部材２９ｂが設け
られている。ここで、紙幣保留部２９にある紙幣を返却する場合には、前述のように、筐
体１１の前面側における扉２４が開いて操作者は紙幣返却口２３から紙幣を取り出すこと
ができるようになっている。扉２４は、紙幣の取り出しが可能な状態になれば、自動的に
開くようになっている。また、紙幣保留部２９に紙幣が保留される際に、紙幣は一時保留
板２９ａに載せられるようになっており、紙幣保留部２９にある紙幣を紙幣回収カセット
４１に収納させる際には、この紙幣回収カセット４１に設けられたステージ４１ａが紙幣
保留部２９の一時保留板２９ａに載せられた紙幣を迎えにいき、一時保留板２９ａが図２
の矢印方向に退避することにより紙幣をステージ４１ａ上に載せて紙幣保留部２９から紙
幣回収カセット４１へ下降し、そしてステージ４１ａ上の紙幣を上から押さえ部材２９ｂ
で押さえて紙幣回収カセット４１へ収納するようになっている。
【００３０】
　次に、硬貨処理装置３０の構成について図１および図３を用いて説明する。図３は、図
１に示す硬貨処理装置３０の内部構成を右側から見たときの図である。なお、図３におけ
る筐体１１の左側の側面が硬貨処理装置３０の前面側（すなわち、硬貨処理装置３０を手
前側から見たときの正面側）となっており、図３における右方向が筐体１１の奥行き方向
となっている。
【００３１】
　図１および図３に示すように、硬貨処理装置３０は、当該硬貨処理装置３０内への硬貨
の取り込みを行う硬貨投入口３１と、硬貨投入口３１により硬貨処理装置３０内へ取り込
まれた硬貨を１枚ずつ繰り出す硬貨繰出部３３と、硬貨繰出部３３により繰り出された硬
貨を硬貨処理装置３０内で１枚ずつ搬送する搬送部３５と、硬貨処理装置３０内に取り込
まれた硬貨のうち偽貨や識別不能な硬貨等のリジェクトを行う硬貨リジェクト口３２とを
備えている。
【００３２】
　硬貨投入口３１は、操作者により１または複数の硬貨が一括して投入されるよう構成さ
れている。また、図１に示すように、硬貨投入口３１には、当該硬貨投入口３１の開閉を
行う開閉部材としてシャッタ３１ａが設けられており、シャッタ３１ａにより硬貨投入口
３１が開かれた場合においてのみ当該硬貨投入口３１に硬貨を投入することができるよう
になっている。また、硬貨投入口３１の下方には、ホッパ等から構成される硬貨繰出部３
３が設けられており、硬貨投入口３１に投入された硬貨は自重により落下して硬貨繰出部
３３に貯留されるようになっている。また、硬貨繰出部３３は、当該硬貨繰出部３３に貯
留されている硬貨を１枚ずつ搬送部３５に繰り出すようになっている。
【００３３】
　搬送部３５は、硬貨繰出部３３から繰り出された硬貨を１枚ずつ図３における右方向に
搬送するようになっている。また、搬送部３５には、上流側から順に、搬送部３５で搬送
される硬貨の識別を行う識別部３５ａ、識別部３５ａにより偽貨や識別不能な硬貨等であ
ると識別された硬貨を選別するリジェクト選別部３５ｂ、識別部３５ａにより識別された
硬貨の金種に対応する、後述する収納繰出部３４がフル状態またはニアフル状態である場
合に当該硬貨を選別するオーバーフロー選別部３５ｃ、および硬貨を金種毎に選別する選
別部３６がそれぞれ設けられている。識別部３５ａは、搬送部３５で搬送される硬貨の金
種、真偽、正損、表裏、新旧、搬送状態等を識別するようになっている。識別部３５ａに
よる硬貨の識別結果は後述する制御部１５に送られるようになっている。また、リジェク
ト選別部３５ｂは、識別部３５ａにより偽貨や識別不能な硬貨等であると識別された硬貨
を搬送部３５から選別し、この選別された硬貨を硬貨リジェクト口３２に送るようになっ
ている。また、オーバーフロー選別部３５ｃは、識別部３５ａにより識別された硬貨の金
種に対応する、後述する収納繰出部３４がフル状態またはニアフル状態である場合に当該
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硬貨を搬送部３５から選別し、この選別された硬貨を出金一時保留部３７（後述）に直接
送るようになっている。また、選別部３６は、識別部３５ａにより識別された硬貨の金種
に基づいて、搬送部３５から硬貨を金種毎に選別して後述する各収納繰出部３４に金種毎
に送るようになっている。
【００３４】
　また、搬送部３５におけるリジェクト選別部３５ｂとオーバーフロー選別部３５ｃとの
間の箇所には、硬貨を一時的に保留する入金一時保留部５２が接続されている。入金一時
保留部５２には、搬送部３５においてリジェクト選別部３５ｂを通過した硬貨が当該搬送
部３５から送られるようになっている。また、入金一時保留部５２には硬貨を１枚ずつ当
該入金一時保留部５２から搬送部３５に繰り出す硬貨繰出機構（図示せず）が設けられて
おり、入金一時保留部５２から硬貨繰出機構により搬送部３５に硬貨が繰り出されるよう
になっている。
【００３５】
　硬貨処理装置３０の内部には、複数（例えば６つ）の収納繰出部３４が並列に設けられ
ている。各収納繰出部３４には、選別部３６により搬送部３５から選別された硬貨が収納
されるようになっている。また、各収納繰出部３４における硬貨収納領域の底部には繰出
ベルト等の繰出部が設けられており、各収納繰出部３４に収納されている硬貨は繰出部に
より１枚ずつ後述する出金搬送部３４ａに繰り出されるようになっている。このように、
各収納繰出部３４は、硬貨を金種毎に収納するとともに収納されている硬貨を繰り出す収
納繰出部として機能するようになる。各収納繰出部３４から繰り出された硬貨は出金搬送
部３４ａにより後述する出金一時保留部３７に送られるようになっている。
【００３６】
　出金一時保留部３７は、図３において実線で示すような保留位置と、保留位置から図３
において左側に移動した位置である出金位置（図３において二点鎖線で表示）と、保留位
置から図３において右側に移動した位置である引渡位置（図３において二点鎖線で表示）
との間で水平方向に移動可能となっている。なお、通常時は出金一時保留部３７は保留位
置で待機するようになっている。出金一時保留部３７が保留位置で待機しているときには
、オーバーフロー選別部３５ｃにより搬送部３５から選別された硬貨や、各収納繰出部３
４から繰り出された硬貨が出金一時保留部３７に送られ、この出金一時保留部３７に一時
的に保留されるようになる。また、筐体１１の前面側には硬貨返却口３８が設けられてお
り、この硬貨返却口３８には開閉可能な扉３８ａ（図１参照）が設けられている。ここで
、出金一時保留部３７が保留位置から出金位置に移動すると、出金一時保留部３７の底部
が開かれることによりこの出金一時保留部３７に保留されている硬貨が硬貨返却口３８に
送られ、当該硬貨返却口３８に硬貨が集積されるようになる。また、出金一時保留部３７
に保留されている硬貨が硬貨返却口３８に送られると、扉３８ａが自動的に開くようにな
り、このことにより操作者は硬貨返却口３８から硬貨を取り出すことができるようになる
。また、出金一時保留部３７の引渡位置の下方には収納シュート３９が設けられており、
出金一時保留部３７が保留位置から引渡位置に移動すると、出金一時保留部３７の底部が
開かれることによりこの出金一時保留部３７に保留されている硬貨が収納シュート３９に
送られ、収納シュート３９により硬貨が貨幣収納部４０内に配置された硬貨回収カセット
４２（後述）に送られるようになっている。
【００３７】
　次に、貨幣収納部４０（回収部）の構成について図１乃至図３を用いて説明する。図１
に示すように、貨幣収納部４０は、貨幣処理機１０の筐体１１の下部に設けられている。
この貨幣収納部４０は、図２および図３に示すように、紙幣を収納する紙幣回収カセット
４１および硬貨を収納する硬貨回収カセット４２を有している。紙幣回収カセット４１に
は、紙幣処理装置２０の紙幣保留部２９に保留された紙幣が収納されるようになっている
（図２参照）。一方、硬貨回収カセット４２には、出金一時保留部３７から収納シュート
３９に送られた硬貨が収納されるようになっている（図３参照）。また、回収業者の収集
特定者によって、貨幣収納部４０が筐体１１の前面側へ引き出され、この収集特定者が各
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カセット４１、４２自体を貨幣収納部４０から回収するようになっている。
【００３８】
　紙幣回収カセット４１の上面にはシャッタ（図示せず）が設けられている。紙幣回収カ
セット４１が貨幣収納部４０に収容された状態でこの貨幣収納部４０が筐体１１内にセッ
トされた後、特定の処理を行うときに、図示しない駆動装置によって駆動されてシャッタ
は開いた状態となる。具体的には例えば、紙幣の引渡処理が行われるときにはシャッタが
開いた状態となっており、紙幣保留部２９から紙幣回収カセット４１に紙幣を送ることが
できる。引渡処理が終了すると、シャッタは閉じた状態となる。一方、貨幣収納部４０が
筐体１１から引き出されるときには、シャッタは必ず閉じた状態となる。また、紙幣回収
カセット４１は錠を備えた図示しない扉を有しており、鍵を持つ特定の権限を有する者で
ないと扉の錠を開くことができないようになっている。また、紙幣回収カセット４１にお
いて、紙幣がステージ４１ａ上に積層状態で集積されるようになっている。ここで、ステ
ージ４１ａは図２における上下方向に移動可能となっており、ステージ４１ａ上に紙幣が
集積される度に、当該ステージ４１ａの位置が下降するようになっている。
【００３９】
　また、硬貨回収カセット４２の上面にもシャッタ（図示せず）が設けられている。硬貨
回収カセット４２が貨幣収納部４０に収容された状態でこの貨幣収納部４０が筐体１１内
にセットされたときに、シャッタは開いた状態となる。このため、硬貨の引渡処理が行わ
れるときにはシャッタが開いた状態となっており、出金一時保留部３７から収納シュート
３９を介して硬貨回収カセット４２に硬貨を送ることができる。一方、貨幣収納部４０が
筐体１１から引き出されたときには、シャッタは閉じた状態となる。また、硬貨回収カセ
ット４２は錠を備えた図示しない扉を有しており、鍵を持つ特定の権限を有する者でない
と扉の錠を開くことができないようになっている。
【００４０】
　ここで、前述のように、紙幣処理装置２０や硬貨処理装置３０は店舗側に管理権限があ
る。このため、紙幣処理装置２０における収納繰出部２７や、硬貨処理装置３０における
収納繰出部３４にある紙幣や硬貨に対する様々な処理や、この紙幣や硬貨の入出金情報や
在高データへのアクセスは店舗側の権限のある操作者のみが行うことができる。一方、貨
幣収納部４０は回収業者側に管理権限があるため、貨幣収納部４０にある紙幣や硬貨の回
収は回収業者の収集特定者のみが行うことができるようになっている。
【００４１】
　次に、貨幣処理機１０に設けられた他の様々な機構について説明する。図１に示すよう
に、貨幣処理機１０の筐体１１の上面には、操作者が貨幣処理機１０の制御部１５（後述
）に対して様々な指令を行うための操作部４５、および貨幣処理機１０における貨幣の処
理内容等を表示する表示部４４が設けられている。ここで、操作部４５は、例えばテンキ
ーや確定キー、スタートキー、取消キーならびにリセットキーを有しており、操作者が各
キーを押すことにより貨幣処理機１０の制御部１５に対して様々な指令を行うことができ
るようになっている。表示部４４は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）から構成されて
いる。
【００４２】
　また、筐体１１の前面には、貨幣処理機１０における貨幣の処理内容等を印字するプリ
ンタ４３、および操作者の操作権限の確認を行うためのカードリーダ４６がそれぞれ設け
られている。カードリーダ４６は、操作者が携帯するＩＤカードのＩＤ情報の読み取りを
行うようになっている。
【００４３】
　次に、貨幣処理機１０における各構成部材の制御を行う制御部１５について図４を用い
て説明する。制御部１５は貨幣処理機１０の筐体１１内に設置されている。
【００４４】
　図４に示すように、制御部１５には、紙幣処理装置２０の各構成部材（例えば、搬送部
２５、識別部２６、収納繰出部２７、紙幣ステージ２８、紙幣保留部２９、入金一時保留
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部５０等）、硬貨処理装置３０の各構成部材（例えば、硬貨繰出部３３、搬送部３５、識
別部３５ａ、選別部３６、収納繰出部３４、入金一時保留部５２、出金一時保留部３７等
）、貨幣収納部４０、プリンタ４３、表示部４４、操作部４５、カードリーダ４６、記憶
部４７、通信インターフェース部４８等が接続されている。
【００４５】
　制御部１５には、紙幣処理装置２０の識別部２６による紙幣の識別結果や、硬貨処理装
置３０の識別部３５ａによる硬貨の識別結果が送られるようになっている。また、制御部
１５には、操作部４５からの入力やカードリーダ４６によりカードから読み取られた操作
者のＩＤ情報等の情報が送られるようになっている。
【００４６】
　また、制御部１５は、貨幣処理機１０の操作が行われる際は操作部４５やカードリーダ
４６から入力された操作者のＩＤ情報等をもとに操作者の権限の確認を行うようになって
いる。また、制御部１５は、紙幣処理装置２０や硬貨処理装置３０の各構成部材を制御し
たり、表示部４４、プリンタ４３等を制御したりするようになっている。
【００４７】
　また、制御部１５は、通信インターフェース部４８を介して上位端末等の外部装置に対
して信号の送受信を行うようになっている。
【００４８】
　記憶部４７には、紙幣処理装置２０の各収納繰出部２７や硬貨処理装置３０の各収納繰
出部３４に収納されている紙幣や硬貨の金種毎の枚数や合計金額等の情報（すなわち、在
高情報）が記憶されるようになっている。また、記憶部４７には、紙幣処理装置２０にお
ける紙幣の処理内容や、硬貨処理装置３０における硬貨の処理内容に係る情報が処理履歴
として記憶されるようになっている。また、本実施の形態では、記憶部４７には、各収納
繰出部２７、３４に収納されている貨幣の合計金額である残置合計金額および各収納繰出
部２７、３４に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報が記
憶されるようになっている。記憶部４７に記憶されている、各収納繰出部２７、３４に収
納されている貨幣の合計金額である残置合計金額および各収納繰出部２７、３４に残置さ
れるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報について図５を用いて説明
する。
【００４９】
　上述したように、各配送ドライバーによって朝に貨幣処理機１０から釣銭準備金として
出金される貨幣の合計金額および金種毎の枚数の構成は予め決められている。具体的には
、一人の配送ドライバーにつき、釣銭準備金として例えば千円紙幣７枚、５００円硬貨３
枚、１００円硬貨１２枚、５０円硬貨３枚、１０円硬貨１３枚、５円硬貨３枚および１円
硬貨５枚から構成される合計１万円の貨幣が貨幣処理機１０から出金されるようになって
いる。ここで、貨幣処理機１０が設置される営業所において毎朝例えば１０人の配送ドラ
イバーが貨幣処理機１０から釣銭準備金としての貨幣を出金する場合には、各配送ドライ
バーにより貨幣処理機１０から貨幣が出金される前に、合計１０万円の貨幣を各収納繰出
部２７、３４に残置しておかなければならない。また、紙幣処理装置２０における千円紙
幣が収納される収納繰出部２７には７０枚の千円紙幣を残置しておく必要があり、また、
硬貨処理装置３０における各収納繰出部３４には３０枚の５００円硬貨、１２０枚の１０
０円硬貨、３０枚の５０円硬貨、１３０枚の１０円硬貨、３０枚の５円硬貨および５０枚
の１円硬貨をそれぞれ残置しておく必要がある。図５に示す表には、このような各収納繰
出部２７、３４に収納されている貨幣の合計金額である残置合計金額（すなわち、１０万
円）および各収納繰出部２７、３４に残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残
置枚数に係る情報が示されており、このような情報が記憶部４７に記憶されるようになっ
ている。また、図５に示す表における「金種毎残置金額」とは、同じ列の左端欄の金種の
金額と、この金種に対応する金種毎残置枚数とを掛けた値のことをいい、また、「累計残
置金額」とは、同じ列の左端欄の金種およびこの金種よりも金額が小さい他の全ての金種
に対応する金種毎残置金額の合計値のことをいう。すなわち、例えば１０円硬貨に係る累
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計残置金額は、１円×５０枚＋５円×３０枚＋１０円×１３０枚＝１，５００円となる。
【００５０】
　また、記憶部４７に記憶されている、各収納繰出部２７、３４に収納されている貨幣の
合計金額である残置合計金額や各収納繰出部２７、３４に残置されるべき貨幣の金種毎の
枚数である金種毎残置枚数は、操作者が操作部４５により変更することができるようにな
っている。例えば、貨幣処理機１０から釣銭準備金としての貨幣を出金したり売上金とし
ての貨幣を入金したりする配送ドライバーの人数が変わった場合には、当該貨幣処理機１
０が設置される営業所の管理者等が操作部４５により配送ドライバーの人数を変更するこ
とにより、記憶部４７に記憶されている、各収納繰出部２７、３４に収納されている貨幣
の合計金額である残置合計金額や各収納繰出部２７、３４に残置されるべき貨幣の金種毎
の枚数である金種毎残置枚数も変更されるようになる。
【００５１】
　次に、このような構成からなる貨幣処理機１０の動作について説明する。本実施の形態
では、貨幣処理機１０において、紙幣や硬貨の入金処理、出金処理、補充処理、回収処理
、引渡処理等を行うことができるようになっている。なお、以下に示すような貨幣処理機
１０の動作は、制御部１５が紙幣処理装置２０や硬貨処理装置３０の各構成部材を制御す
ることによって行われるようになっている。
【００５２】
　まず、紙幣や硬貨の入金処理について簡単に説明する。貨幣処理機１０において紙幣や
硬貨の入金処理を行うにあたり、操作者が紙幣処理装置２０の紙幣投入口２１に紙幣を投
入したり硬貨処理装置３０の硬貨投入口３１に硬貨を投入したりすると、筐体１１の内部
に投入された紙幣や硬貨は識別部２６、３５ａにより識別された後に各収納繰出部２７や
各収納繰出部３４に金種毎に収納される。より詳細には、筐体１１の内部に投入された紙
幣や硬貨は識別部２６、３５ａにより識別された後に各入金一時保留部５０、５２に一時
的に保留される。その後、操作者が操作部４５により入金確定の指令を入力すると、各入
金一時保留部５０、５２から各収納繰出部２７や各収納繰出部３４に紙幣や硬貨が送られ
るようになる。一方、各入金一時保留部５０、５２に紙幣や硬貨が一時的に保留された後
、操作者が操作部４５により入金確定ではなく返却の指令を入力すると、各入金一時保留
部５０、５２から紙幣返却口２３や硬貨返却口３８に紙幣や硬貨が送られるようになる。
【００５３】
　次に、紙幣や硬貨の出金処理について簡単に説明する。貨幣処理機１０において紙幣や
硬貨の出金処理を行うにあたり、操作者が出金されるべき紙幣や硬貨の金種毎の枚数や合
計金額等を操作部４５により入力すると、紙幣処理装置２０の各収納繰出部２７に収納さ
れている紙幣が当該収納繰出部２７から繰り出されて紙幣返却口２３に送られたり、硬貨
処理装置３０の各収納繰出部３４に収納されている硬貨が当該収納繰出部３４から繰り出
されて出金一時保留部３７に保留された後に硬貨返却口３８に送られたりする。このこと
により、操作者は出金されるべき紙幣や硬貨を紙幣返却口２３や硬貨返却口３８から筐体
１１の外部に取り出すことができるようになる。
【００５４】
　次に、紙幣や硬貨の補充処理について簡単に説明する。紙幣や硬貨の補充処理とは、紙
幣を金種毎に紙幣処理装置２０の各収納繰出部２７に補充したり、硬貨を金種毎に硬貨処
理装置３０の各収納繰出部３４に補充したりする処理のことをいう。貨幣処理機１０にお
いて紙幣や硬貨の補充処理を行うにあたり、操作者が紙幣処理装置２０の紙幣投入口２１
に紙幣を投入したり硬貨処理装置３０の硬貨投入口３１に硬貨を投入したりすると、筐体
１１の内部に投入された紙幣や硬貨は識別部２６、３５ａにより識別された後に各収納繰
出部２７や各収納繰出部３４に金種毎に収納される。
【００５５】
　次に、紙幣や硬貨の回収処理について簡単に説明する。回収業者の収集特定者により操
作部４５を介して回収処理の指令が制御部１５に送られたときに、制御部１５は貨幣収納
部４０の扉のロックを解除し、紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセット４２を取り出し
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可能とする。回収業者の収集特定者が、各カセットを取り出して代わりの空のカセットと
交換して扉を閉じると、回収された紙幣や硬貨の金種毎の枚数または合計金額もしくは金
種毎の金額のデータである回収データが通信インターフェース部４８により外部装置（具
体的には、回収業者の管理センターに設置されているコンピュータ等）に送信される。
【００５６】
　次に、紙幣や硬貨の引渡処理について簡単に説明する。ここで、紙幣や硬貨の引渡処理
とは、紙幣処理装置２０の各収納繰出部２７に収納されている紙幣を貨幣収納部４０の紙
幣回収カセット４１に送ったり、硬貨処理装置３０の各収納繰出部３４に収納されている
硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送ったりする処理のことをいう。上述し
たように、貨幣収納部４０の管理権限が回収業者側に設定されているため、各収納繰出部
２７や各収納繰出部３４から貨幣収納部４０に送られた紙幣や硬貨の管理権限が店舗側の
管理権限下から回収業者側の管理権限下に変更される。そして、収納繰出部２７や収納繰
出部３４の在高は、引渡処理が行われた紙幣や硬貨の金額や金種毎の枚数である貨幣引渡
量分だけ減少し、一方、貨幣収納部４０の在高は、引渡処理が行われた紙幣や硬貨の金額
や金種毎の枚数である貨幣引渡量分だけ増加する。貨幣引渡量は、日時や操作者ＩＤ等と
ともに引渡データとして記憶部４７に記憶される。
【００５７】
　また、本実施の形態の貨幣処理機１０では、紙幣や硬貨の入金処理が行われる際に、各
収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されて
いる残置合計金額よりも多い場合に、上述した紙幣や硬貨の引渡処理が引き続き行われる
ようになっている。このような動作について図６および図７に示すフローチャートを用い
て説明する。
【００５８】
　本実施の形態の貨幣処理機１０において、紙幣投入口２１や硬貨投入口３１に投入され
た紙幣や硬貨を各収納繰出部２７、３４に送るような紙幣や硬貨の入金処理が完了した後
に、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶
されている残置合計金額よりも多いか否かが制御部１５により判断される（ＳＴＥＰ１）
。ここで、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７
に記憶されている残置合計金額以下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴ
ＥＰ１の「ＮＯ」）、紙幣や硬貨の引渡処理が行われず、貨幣処理機１０は待機状態とな
る。一方、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７
に記憶されている残置合計金額より多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥ
Ｐ１の「ＹＥＳ」）、紙幣や硬貨の引渡処理が行われるようになる。
【００５９】
　具体的には、まず、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨の枚数が記憶部４７に記
憶されている１円硬貨の金種毎残置枚数（すなわち、５０枚）よりも多いか否かが制御部
１５により判断される（ＳＴＥＰ２）。収納繰出部３４に収納されている１円硬貨の枚数
が５０枚以下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ２の「ＮＯ」）、
１円硬貨については引渡処理を行わない。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬
貨の枚数が５０枚よりも多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ２の「Ｙ
ＥＳ」）、５０枚の１円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の１円硬貨を貨幣収納部
４０の硬貨回収カセット４２に送る（ＳＴＥＰ３）。具体的には、収納繰出部３４に収納
されている１円硬貨の枚数が例えば７０枚であった場合には、５０枚の１円硬貨を収納繰
出部３４に残して２０枚の１円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るよう
にする。なお、５０枚の１円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の１円硬貨を全て貨
幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送ったときに各収納繰出部２７、３４に収納され
ている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも少なくな
ってしまう場合には、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が
記憶部４７に記憶されている残置合計金額と同じになるような枚数の１円硬貨を収納繰出
部３４から貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようにする。すなわち、収納繰
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出部３４に収納されている１円硬貨の枚数が例えば７０枚であるが、各収納繰出部２７、
３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が例えば１００，０１０円である場合には、
６０枚の１円硬貨を収納繰出部３４に残して１０枚の１円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回
収カセット４２に送るようにする。それより多くの１円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収
カセット４２に送った場合には、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の
合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも少なくなってしまうからであ
る。
【００６０】
　次に、収納繰出部３４に収納されている５円硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されている
５円硬貨の金種毎残置枚数（すなわち、３０枚）よりも多いか否かが制御部１５により判
断される（ＳＴＥＰ４）。収納繰出部３４に収納されている５円硬貨の枚数が３０枚以下
であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ４の「ＮＯ」）、５円硬貨につ
いては引渡処理を行わない。一方、収納繰出部３４に収納されている５円硬貨の枚数が３
０枚よりも多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ４の「ＹＥＳ」）、各
収納繰出部３４に収納されている１円硬貨および５円硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶
されている５円硬貨の累計残置金額（すなわち、２００円）以上となるように、所定枚数
の５円硬貨を各収納繰出部３４に残してそれ以外の５円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収
カセット４２に送る（ＳＴＥＰ５）。より詳細には、収納繰出部３４に収納されている１
円硬貨の枚数が金種毎残置枚数（すなわち、５０枚）である場合には、３０枚（金種毎残
置枚数）の５円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の５円硬貨を貨幣収納部４０の硬
貨回収カセット４２に送るようにする。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨
の枚数が金種毎残置枚数よりも少ない場合には、３１枚以上の５円硬貨を収納繰出部３４
に残してそれ以外の５円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようになる
。この場合には、１円硬貨については収納繰出部３４に収納されている枚数が金種毎残置
枚数よりも少なくなるが、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨および５円硬貨の
合計金額が、１円硬貨および５円硬貨の各々の金種毎残置金額の合計値以上となるため、
貨幣処理機１０から釣銭準備金としての貨幣が出金される際に、ある配送ドライバーにつ
いて５枚の１円硬貨の代わりに１枚の５円硬貨を払い出すことができ、よって配送ドライ
バーに渡される釣銭準備金としての貨幣の合計金額が１万円よりも少なくなってしまうこ
とを防止することができる。また、上述した所定枚数の５円硬貨を収納繰出部３４に残し
てそれ以外の５円硬貨を全て貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送ったときに各収
納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されてい
る残置合計金額よりも少なくなってしまう場合には、各収納繰出部２７、３４に収納され
ている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額と同じかこの残
置合計金額をわずかに上回るようになるような枚数（０枚を含む）の５円硬貨を収納繰出
部３４から貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようにする。
【００６１】
　次に、収納繰出部３４に収納されている１０円硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されてい
る１０円硬貨の金種毎残置枚数（すなわち、１３０枚）よりも多いか否かが制御部１５に
より判断される（ＳＴＥＰ６）。収納繰出部３４に収納されている１０円硬貨の枚数が１
３０枚以下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ６の「ＮＯ」）、１
０円硬貨については引渡処理を行わない。一方、収納繰出部３４に収納されている１０円
硬貨の枚数が１３０枚よりも多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ６の
「ＹＥＳ」）、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨および１０円硬貨
の合計金額が記憶部４７に記憶されている１０円硬貨の累計残置金額（すなわち、１，５
００円）以上となるように、所定枚数の１０円硬貨を各収納繰出部３４に残してそれ以外
の１０円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送る（ＳＴＥＰ７）。より詳細
には、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨および５円硬貨の枚数がそれぞれ金種毎
残置枚数である場合には、１３０枚（金種毎残置枚数）の１０円硬貨を収納繰出部３４に
残してそれ以外の１０円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようにする
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。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨および５円硬貨のうち少なくともいず
れかの枚数が金種毎残置枚数よりも少ない場合には、１３１枚以上の１０円硬貨を収納繰
出部３４に残してそれ以外の１０円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送る
ようになる。この場合には、１円硬貨および５円硬貨のいずれかについては収納繰出部３
４に収納されている枚数が金種毎残置枚数よりも少なくなるが、各収納繰出部３４に収納
されている１円硬貨、５円硬貨および１０円硬貨の合計金額が、１円硬貨、５円硬貨およ
び１０円硬貨の各々の金種毎残置金額の合計値以上となる。また、上述した所定枚数の１
０円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の１０円硬貨を全て貨幣収納部４０の硬貨回
収カセット４２に送ったときに各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合
計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも少なくなってしまう場合には、
各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶され
ている残置合計金額と同じかこの残置合計金額をわずかに上回るようになるような枚数（
０枚を含む）の１０円硬貨を収納繰出部３４から貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２
に送るようにする。
【００６２】
　次に、収納繰出部３４に収納されている５０円硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されてい
る５０円硬貨の金種毎残置枚数（すなわち、３０枚）よりも多いか否かが制御部１５によ
り判断される（ＳＴＥＰ８）。収納繰出部３４に収納されている５０円硬貨の枚数が３０
枚以下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ８の「ＮＯ」）、５０円
硬貨については引渡処理を行わない。一方、収納繰出部３４に収納されている５０円硬貨
の枚数が３０枚よりも多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ８の「ＹＥ
Ｓ」）、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨および５０
円硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている５０円硬貨の累計残置金額（すなわち、
３，０００円）以上となるように、所定枚数の５０円硬貨を各収納繰出部３４に残してそ
れ以外の５０円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送る（ＳＴＥＰ９）。よ
り詳細には、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨および１０円硬貨の枚
数がそれぞれ金種毎残置枚数である場合には、３０枚（金種毎残置枚数）の５０円硬貨を
収納繰出部３４に残してそれ以外の５０円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２
に送るようにする。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨および１
０円硬貨のうち少なくともいずれかの枚数が金種毎残置枚数よりも少ない場合には、３１
枚以上の５０円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の５０円硬貨を貨幣収納部４０の
硬貨回収カセット４２に送るようになる。この場合には、１円硬貨、５円硬貨および１０
円硬貨のいずれかについては収納繰出部３４に収納されている枚数が金種毎残置枚数より
も少なくなるが、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨お
よび５０円硬貨の合計金額が、１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨および５０円硬貨の各々
の金種毎残置金額の合計値以上となる。また、上述した所定枚数の５０円硬貨を収納繰出
部３４に残してそれ以外の５０円硬貨を全て貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送
ったときに各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７
に記憶されている残置合計金額よりも少なくなってしまう場合には、各収納繰出部２７、
３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額
と同じかこの残置合計金額をわずかに上回るようになるような枚数（０枚を含む）の５０
円硬貨を収納繰出部３４から貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようにする。
【００６３】
　次に、収納繰出部３４に収納されている１００円硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されて
いる１００円硬貨の金種毎残置枚数（すなわち、１２０枚）よりも多いか否かが制御部１
５により判断される（ＳＴＥＰ１０）。収納繰出部３４に収納されている１００円硬貨の
枚数が１２０枚以下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ１０の「Ｎ
Ｏ」）、１００円硬貨については引渡処理を行わない。一方、収納繰出部３４に収納され
ている１００円硬貨の枚数が１２０枚よりも多いと制御部１５により判断された場合には
（ＳＴＥＰ１０の「ＹＥＳ」）、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨
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、１０円硬貨、５０円硬貨および１００円硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている
１００円硬貨の累計残置金額（すなわち、１５，０００円）以上となるように、所定枚数
の１００円硬貨を各収納繰出部３４に残してそれ以外の１００円硬貨を貨幣収納部４０の
硬貨回収カセット４２に送る（ＳＴＥＰ１１）。より詳細には、収納繰出部３４に収納さ
れている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨および５０円硬貨の枚数がそれぞれ金種毎残置
枚数である場合には、１２０枚（金種毎残置枚数）の１００円硬貨を収納繰出部３４に残
してそれ以外の１００円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようにする
。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨および５０円
硬貨のうち少なくともいずれかの枚数が金種毎残置枚数よりも少ない場合には、１２１枚
以上の１００円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の１００円硬貨を貨幣収納部４０
の硬貨回収カセット４２に送るようになる。この場合には、１円硬貨、５円硬貨、１０円
硬貨および５０円硬貨のいずれかについては収納繰出部３４に収納されている枚数が金種
毎残置枚数よりも少なくなるが、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨
、１０円硬貨、５０円硬貨および１００円硬貨の合計金額が、１円硬貨、５円硬貨、１０
円硬貨、５０円硬貨および１００円硬貨の各々の金種毎残置金額の合計値以上となる。ま
た、上述した所定枚数の１００円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の１００円硬貨
を全て貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送ったときに各収納繰出部２７、３４に
収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも
少なくなってしまう場合には、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合
計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額と同じかこの残置合計金額をわずかに
上回るようになるような枚数（０枚を含む）の１００円硬貨を収納繰出部３４から貨幣収
納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようにする。
【００６４】
　次に、収納繰出部３４に収納されている５００円硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されて
いる５００円硬貨の金種毎残置枚数（すなわち、３０枚）よりも多いか否かが制御部１５
により判断される（ＳＴＥＰ１２）。収納繰出部３４に収納されている５００円硬貨の枚
数が３０枚以下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ１２の「ＮＯ」
）、５００円硬貨については引渡処理を行わない。一方、収納繰出部３４に収納されてい
る５００円硬貨の枚数が３０枚よりも多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴ
ＥＰ１２の「ＹＥＳ」）、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０
円硬貨、５０円硬貨、１００円硬貨および５００円硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶さ
れている５００円硬貨の累計残置金額（すなわち、３０，０００円）以上となるように、
所定枚数の５００円硬貨を各収納繰出部３４に残してそれ以外の５００円硬貨を貨幣収納
部４０の硬貨回収カセット４２に送る（ＳＴＥＰ１３）。より詳細には、収納繰出部３４
に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨および１００円硬貨の枚
数がそれぞれ金種毎残置枚数である場合には、３０枚（金種毎残置枚数）の５００円硬貨
を収納繰出部３４に残してそれ以外の５００円硬貨を貨幣収納部４０の硬貨回収カセット
４２に送るようにする。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１
０円硬貨、５０円硬貨および１００円硬貨のうち少なくともいずれかの枚数が金種毎残置
枚数よりも少ない場合には、３１枚以上の５００円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以
外の５００円硬貨を全て貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送るようになる。この
場合には、１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨および１００円硬貨のいずれか
については収納繰出部３４に収納されている枚数が金種毎残置枚数よりも少なくなるが、
各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨、１０
０円硬貨および５００円硬貨の合計金額が、１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬
貨、１００円硬貨および５００円硬貨の各々の金種毎残置金額の合計値以上となる。また
、上述した所定枚数の５００円硬貨を収納繰出部３４に残してそれ以外の５００円硬貨を
貨幣収納部４０の硬貨回収カセット４２に送ったときに各収納繰出部２７、３４に収納さ
れている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも少なく
なってしまう場合には、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額
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が記憶部４７に記憶されている残置合計金額と同じかこの残置合計金額をわずかに上回る
ようになるような枚数（０枚を含む）の５００円硬貨を収納繰出部３４から貨幣収納部４
０の硬貨回収カセット４２に送るようにする。
【００６５】
　次に、収納繰出部２７に収納されている千円紙幣の枚数が記憶部４７に記憶されている
千円紙幣の金種毎残置枚数（すなわち、７０枚）よりも多いか否かが制御部１５により判
断される（ＳＴＥＰ１４）。収納繰出部２７に収納されている千円紙幣の枚数が７０枚以
下であると制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ１４の「ＮＯ」）、千円紙幣
については引渡処理を行わない。この場合には、各収納繰出部２７に収納されている千円
以外の金種の紙幣（具体的には、二千円紙幣、五千円紙幣および一万円紙幣）の引渡処理
が行われるようになる。一方、収納繰出部２７に収納されている千円紙幣の枚数が７０枚
よりも多いと制御部１５により判断された場合には（ＳＴＥＰ１４の「ＹＥＳ」）、各収
納繰出部２７、３４に収納されている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨、１
００円硬貨、５００円硬貨および千円紙幣の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置
合計金額（すなわち、１００，０００円）以上となるように、所定枚数の千円紙幣を各収
納繰出部２７に残してそれ以外の千円紙幣および他の金種の紙幣を貨幣収納部４０の紙幣
回収カセット４１に送る（ＳＴＥＰ１５）。より詳細には、収納繰出部３４に収納されて
いる１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨、１００円硬貨および５００円硬貨の
枚数がそれぞれ金種毎残置枚数である場合には、７０枚（金種毎残置枚数）の千円紙幣を
収納繰出部２７に残してそれ以外の千円紙幣および他の金種の紙幣を貨幣収納部４０の紙
幣回収カセット４１に送るようにする。一方、収納繰出部３４に収納されている１円硬貨
、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨、１００円硬貨および５００円硬貨のうち少なくと
もいずれかの枚数が金種毎残置枚数よりも少ない場合には、７１枚以上の千円紙幣を収納
繰出部２７に残してそれ以外の千円紙幣および他の金種の紙幣を貨幣収納部４０の紙幣回
収カセット４１に送るようになる。この場合には、１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５
０円硬貨、１００円硬貨および５００円硬貨のいずれかについては収納繰出部３４に収納
されている枚数が金種毎残置枚数よりも少なくなるが、各収納繰出部２７、３４に収納さ
れている１円硬貨、５円硬貨、１０円硬貨、５０円硬貨、１００円硬貨、５００円硬貨お
よび千円紙幣の合計金額が残置合計金額以上となる。また、上述した所定枚数の千円紙幣
を収納繰出部２７に残してそれ以外の千円紙幣および他の金種の紙幣を貨幣収納部４０の
紙幣回収カセット４１に送ったときに各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬
貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも少なくなってしまう場合
には、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記
憶されている残置合計金額と同じかこの残置合計金額をわずかに上回るようになるような
枚数（０枚を含む）の千円紙幣および他の金種の紙幣を収納繰出部３４から貨幣収納部４
０の紙幣回収カセット４１に送るようにする。
【００６６】
　このように、本実施の形態では、制御部１５は、紙幣や硬貨の入金処理が行われる際に
、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶さ
れている残置合計金額よりも多い場合において、金額が小さい金種から順に収納繰出部２
７、３４に収納されている紙幣や硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されている金種毎残置枚
数以上であるか否かを判定し（ＳＴＥＰ２、４、６、８、１０、１２、１４）、収納繰出
部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されている金種毎残
置枚数よりも多いときに当該収納繰出部２７、３４に対応する金種に係る紙幣や硬貨の引
渡処理を行うようになっている（ＳＴＥＰ３、５、７、９、１１、１３、１５）。また、
制御部１５は、紙幣や硬貨の入金処理が行われる際に、各収納繰出部２７、３４に収納さ
れている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも多い場
合において、ある金種に対応する収納繰出部３４に収納されている硬貨の枚数が記憶部４
７に記憶されている金種毎残置枚数よりも少ないときには（ＳＴＥＰ２、４、６、８、１
０、１２の「ＮＯ」）、各収納繰出部２７、３４に収納されている当該金種の硬貨および
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この金種よりも金額が大きい他の１または複数の金種の紙幣や硬貨の合計金額が所定金額
以上となるように他の１または複数の金種の紙幣や硬貨の引渡処理を行うようになってい
る。ここで、所定金額は、ある金種およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数
の金種について、記憶部４７に記憶されている各金種に対応する金種毎残置枚数と当該金
種の金額とを掛けた値である金種毎残置金額の合計値である。具体的に説明すると、例え
ば収納繰出部３４に収納されている１円硬貨の枚数が１０枚であり記憶部４７に記憶され
ている金種毎残置枚数（すなわち、５０枚）よりも少ないときには、この１円硬貨よりも
金種が大きい５円硬貨については金種毎残置枚数である３０枚ではなく３８枚の５円硬貨
が収納繰出部３４に残るよう、それ以外の５円硬貨の引渡処理が行われる。この場合には
、紙幣や硬貨の引渡処理が行われた後に収納繰出部３４に収納されている１円硬貨の枚数
が金種毎残置枚数よりも少なくなるが、各収納繰出部３４に収納されている１円硬貨およ
び５円硬貨の合計金額が１円硬貨および５円硬貨の各々の金種毎残置金額の合計値以上な
るため、貨幣処理機１０から釣銭準備金としての貨幣が出金される際に、ある配送ドライ
バーについて５枚の１円硬貨の代わりに１枚の５円硬貨を払い出すことができ、よって配
送ドライバーに渡される釣銭準備金としての貨幣の合計金額が１万円よりも少なくなって
しまうことを防止することができる。また、このような場合でもその後に他の配送ドライ
バーによる紙幣や硬貨の入金処理が引き続き行われることにより、収納繰出部３４に収納
されている１円硬貨の枚数を金種毎残置枚数に近づけることができるようになる。
【００６７】
　なお、上記の説明では、貨幣処理機１０において紙幣や硬貨の入金処理が行われた後に
紙幣や硬貨の引渡処理が行われるような例について述べたが、本実施の形態はこのような
例に限定されることはない。例えば、制御部１５は、紙幣投入口２１や硬貨投入口３１に
投入された紙幣や硬貨を各収納繰出部２７、３４に送るような紙幣や硬貨の入金処理の途
中で、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記
憶されている残置合計金額（すなわち、１０万円）よりも多くなった場合に、紙幣投入口
２１や硬貨投入口３１から貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセット４
２に直接送るような処理が引き続き行われるようになっていてもよい。具体的には、紙幣
投入口２１や硬貨投入口３１に投入された紙幣や硬貨を各収納繰出部２７、３４に送るよ
うな紙幣や硬貨の入金処理の途中で、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬
貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額（すなわち、１０万円）よりも
多くなった場合において、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬貨の枚数が
記憶部４７に記憶されている金種毎残置枚数以上であるときには、紙幣投入口２１や硬貨
投入口３１に投入された紙幣や硬貨は識別部２６、３５ａにより識別された後に各収納繰
出部２７、３４に送られないで貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセッ
ト４２に直接送られるようになる。一方、ある金種に対応する収納繰出部３４に収納され
ている硬貨の枚数が記憶部４７に記憶されている金種毎残置枚数よりも少ないときには、
紙幣投入口２１や硬貨投入口３１に投入され識別部２６、３５ａにより識別された紙幣や
硬貨のうち、各収納繰出部２７、３４に収納されている当該金種の硬貨およびこの金種よ
りも金額が大きい他の１または複数の金種の紙幣や硬貨の合計金額が所定金額以上となる
ような枚数分の他の１または複数の金種の紙幣や硬貨が各収納繰出部２７、３４に送られ
、残りの紙幣や硬貨は各収納繰出部２７、３４に送られないで貨幣収納部４０の紙幣回収
カセット４１や硬貨回収カセット４２に直接送られるようになる。ここで、所定金額は、
上述したように、ある金種およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数の金種に
ついて、記憶部４７に記憶されている各金種に対応する金種毎残置枚数と当該金種の金額
とを掛けた値である金種毎残置金額の合計値である。
【００６８】
　また、更に別の例として、制御部１５は、紙幣投入口２１や硬貨投入口３１に投入され
た紙幣や硬貨を各収納繰出部２７、３４に送るような紙幣や硬貨の入金処理の途中で、各
入金一時保留部５０、５２に紙幣や硬貨が一時的に保留された後、各収納繰出部２７、３
４に収納されている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額（
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すなわち、１０万円）よりも多い場合に、各入金一時保留部５０、５２から貨幣収納部４
０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセット４２に直接送るような処理が引き続き行わ
れるようになっていてもよい。具体的には、紙幣や硬貨の入金処理において各入金一時保
留部５０、５２に紙幣や硬貨が一時的に保留された後、各収納繰出部２７、３４に収納さ
れている紙幣や硬貨の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額（すなわち、
１０万円）よりも多い場合において、各収納繰出部２７、３４に収納されている紙幣や硬
貨の枚数が記憶部４７に記憶されている金種毎残置枚数以上であるときには、各入金一時
保留部５０、５２に保留されている紙幣や硬貨は各収納繰出部２７、３４に送られないで
貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセット４２に直接送られるようにな
る。一方、ある金種に対応する収納繰出部３４に収納されている硬貨の枚数が記憶部４７
に記憶されている金種毎残置枚数よりも少ないときには、各入金一時保留部５０、５２に
一時的に保留されている紙幣や硬貨のうち、各収納繰出部２７、３４に収納されている当
該金種の硬貨およびこの金種よりも金額が大きい他の１または複数の金種の紙幣や硬貨の
合計金額が所定金額以上となるような枚数分の他の１または複数の金種の紙幣や硬貨が各
収納繰出部２７、３４に送られ、残りの紙幣や硬貨は各収納繰出部２７、３４に送られな
いで貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセット４２に直接送られるよう
になる。ここで、所定金額は、上述したように、ある金種およびこの金種よりも金額が大
きい他の１または複数の金種について、記憶部４７に記憶されている各金種に対応する金
種毎残置枚数と当該金種の金額とを掛けた値である金種毎残置金額の合計値である。
【００６９】
　以上のように、本実施の形態の貨幣処理機１０やこのような貨幣処理機１０による貨幣
処理方法によれば、記憶部４７には、各収納繰出部２７、３４に残置されるべき貨幣の合
計金額である残置合計金額および各収納繰出部２７、３４に残置されるべき貨幣の金種毎
の枚数である金種毎残置枚数に係る情報が記憶されるようになっている。また、貨幣の入
金処理が行われる際に、各収納繰出部２７、３４に収納されている貨幣の合計金額が記憶
部４７に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各収納繰出部２７、３４に収納
されている貨幣の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額と略同一（より詳
細には、残置合計金額と同一または残置合計金額よりもわずかに大きな金額）になり、か
つ各収納繰出部２７、３４に収納されている貨幣の枚数が記憶部４７に記憶されている金
種毎残置枚数に近づくように、紙幣投入口２１や硬貨投入口３１（投入部）、各収納繰出
部２７、３４または各入金一時保留部５０、５２から貨幣収納部４０（回収部）の紙幣回
収カセット４１や硬貨回収カセット４２に貨幣を送る貨幣送り処理が行われるようになっ
ている。この場合には、貨幣の入金処理が行われる度に、所定の残置合計金額の貨幣を各
収納繰出部２７、３４に残し、それ以外の貨幣を貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１
や硬貨回収カセット４２に送ることにより、貨幣を貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４
１や硬貨回収カセット４２に送る貨幣送り処理をこまめに行うことができるようになる。
このため、毎回の貨幣の引渡処理等の貨幣送り処理にかかる時間を短縮することができる
とともに各収納繰出部２７、３４に収納される貨幣の量を減らすことができるようになる
。
【００７０】
　より詳細に説明すると、従来の貨幣処理機では、回収されるべき貨幣を各収納繰出部か
ら回収カセットに送る処理は一日の業務終了時などにまとめて行われていた。この場合に
は、一日の業務が終了するまでに各収納繰出部に収納される貨幣の量が多くなってしまい
、よって店舗側で管理すべき貨幣の量が多くなってしまうという問題があった。具体的に
は、このような貨幣処理機においてエラーが発生した場合に、各収納繰出部に収納されて
いる貨幣を全て一旦出金し、エラー解除後に出金された貨幣を入金して各収納繰出部に収
納させるという動作が行われるが、各収納繰出部に収納される貨幣の量が多い場合にはこ
のような動作を行うのに時間がかかるという問題がある。また、一日の業務が終了した時
点における各収納繰出部に収納される貨幣の量が多い場合には、一日の業務終了時に行わ
れる、回収されるべき貨幣を各収納繰出部から回収カセットに送るような引渡処理に時間
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がかかるという問題があった。これに対し、本実施の形態による貨幣処理機１０や貨幣処
理方法では、貨幣の入金処理が行われる度に、所定の残置合計金額の貨幣を各収納繰出部
２７、３４に残し、それ以外の貨幣を貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収
カセット４２に送ることにより、貨幣を貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回
収カセット４２に送る貨幣送り処理をこまめに行うことができるようになるため、このよ
うな従来の貨幣処理機の問題を解消することができるようになる。
【００７１】
　また、本実施の形態の貨幣処理機１０やこのような貨幣処理機１０による貨幣処理方法
によれば、貨幣の入金処理が行われる際に、各収納繰出部２７、３４に収納されている貨
幣の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも多い場合においてのみ、
紙幣投入口２１や硬貨投入口３１（投入部）、各収納繰出部２７、３４または各入金一時
保留部５０、５２から貨幣収納部４０の紙幣回収カセット４１や硬貨回収カセット４２に
貨幣を送る貨幣送り処理が行われるため、貨幣処理機１０から釣銭準備金としての貨幣が
出金される際に配送ドライバー等の操作者に渡される貨幣の金額が所定金額（具体的には
、１万円）より少なくなってしまうことを防止することができる。このため、貨幣処理機
１０から釣銭準備金としての貨幣が出金される際に貨幣の金種毎の枚数が所定の枚数構成
から変わることはあっても出金される貨幣の金額が不足してしまうことはない。また、複
数の配送ドライバーによって貨幣の入金処理がそれぞれ行われることにより、ある金種の
貨幣について収納繰出部２７、３４に収納されている枚数が金種毎残置枚数よりも少ない
場合でも、貨幣の入金処理が行われる度に、収納繰出部に収納されている当該金種の貨幣
の枚数を金種毎残置枚数に近づけることができるようになる。
【００７２】
　なお、本実施の形態による貨幣処理機や貨幣処理方法は、上記の態様に限定されること
はなく、様々な変更を加えることができる。
【００７３】
　例えば、本実施の形態による貨幣処理機は、紙幣処理装置２０および硬貨処理装置３０
を組み合わせたものに限定されることはない。本実施の形態による貨幣処理機として、紙
幣処理装置２０のみが単体で用いられるようになっていてもよく、あるいは硬貨処理装置
３０のみが単体で用いられるようになっていてもよい。
【００７４】
　また、本実施の形態による貨幣処理機は、貨幣の入金処理および出金処理の両方を行う
ものに限定されることはない。本実施の形態による貨幣処理機として、紙幣処理装置や硬
貨処理装置に紙幣返却口や硬貨返却口が設けられておらず貨幣の出金処理が行われないよ
うな入金専用機が用いられてもよい。
【００７５】
　また、本実施の形態による貨幣処理機として、紙幣処理装置や硬貨処理装置に入金一時
保留部が設けられないようなものが用いられてもよい。このような貨幣処理機では、紙幣
処理装置や硬貨処理装置において紙幣や硬貨の入金処理が行われる際に紙幣投入口や硬貨
投入口に投入された紙幣や硬貨は識別部により識別された後に各収納繰出部に直接送られ
るようになる。
【００７６】
　また、図１等に示すような貨幣処理機１０に外部装置として上位端末が通信可能に接続
されており、上位端末に設けられた制御部が貨幣処理機１０に設けられた制御部１５と同
様の機能を果たすようになっていてもよい。すなわち、上位端末に設けられた制御部から
貨幣処理機１０の制御部１５に指令信号が送られることにより、貨幣処理機１０において
貨幣の入金処理が行われる際に、各収納繰出部２７、３４に収納されている貨幣の合計金
額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額よりも多い場合に、各収納繰出部２７、３
４に収納されている貨幣の合計金額が記憶部４７に記憶されている残置合計金額と略同一
になり、かつ各収納繰出部２７、３４に収納されている貨幣の枚数が記憶部４７に記憶さ
れている金種毎残置枚数に近づくように、紙幣投入口２１や硬貨投入口３１（投入部）、



(22) JP 2018-106536 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

各収納繰出部２７、３４または各入金一時保留部５０、５２から貨幣収納部４０の紙幣回
収カセット４１や硬貨回収カセット４２（回収部）に貨幣を送る貨幣送り処理が行われる
ようになっていてもよい。また、上位端末に設けられた記憶部に、各収納繰出部２７、３
４に残置されるべき貨幣の合計金額である残置合計金額および各収納繰出部２７、３４に
残置されるべき貨幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報が記憶されるように
なっていてもよい。この場合には、このような上位端末等の外部装置の制御部や記憶部も
、本発明に係る貨幣処理機に含まれるものとする。
【００７７】
　また、本発明に係る貨幣処理機として、図８乃至図１０に示すような硬貨釣銭機１００
、紙幣釣銭機２００およびＰＯＳレジスタ３００が用いられるようになっていてもよい。
図８乃至図１０に示すような硬貨釣銭機１００、紙幣釣銭機２００およびＰＯＳレジスタ
３００は、スーパーマーケットやコンビニエンスストア等の店舗における顧客が立ち入る
ことができるフロント領域に設けられたレジカウンター等の精算所に設置されるようにな
っている。顧客がこのような精算所で精算処理を行う際に、店員は、顧客から受け取った
商品の代金としての貨幣を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に入金したり、釣銭とし
ての貨幣を硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００から出金して顧客に返却したりするよう
になっている。ここで、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００は、それぞれ硬貨や紙
幣の入出金処理を行うようになっている。また、図８に示すように、硬貨釣銭機１００お
よび紙幣釣銭機２００は左右方向に並べて配置される。そして、ＰＯＳレジスタ３００は
、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００の上方に配置される。以下、硬貨釣銭機１０
０および紙幣釣銭機２００をまとめて貨幣釣銭機ともいう。また、ＰＯＳレジスタ３００
は、貨幣釣銭機（具体的には、硬貨釣銭機１００および紙幣釣銭機２００）の管理を行う
管理装置として機能するようになる。
【００７８】
　以下、硬貨釣銭機１００、紙幣釣銭機２００およびＰＯＳレジスタ３００の各々の構成
について図８乃至図１０を用いて詳述する。なお、図８は、本発明の他の構成例に係る貨
幣釣銭機およびＰＯＳレジスタ３００の外観を示す斜視図であり、図９は、図８に示す貨
幣釣銭機およびＰＯＳレジスタ３００の構成の概略を示す概略構成図であり、図１０は、
図８に示す貨幣釣銭機およびＰＯＳレジスタ３００の制御系の構成を示す機能ブロック図
である。
【００７９】
　まず、硬貨釣銭機１００の構成について具体的に説明する。図８および図９に示すよう
に、硬貨釣銭機１００は、前部上面にタッチパネル等の操作表示部１１２が設けられた筐
体１１０を備えている。なお、図８および図１０に示す例では、操作表示部１１２が硬貨
釣銭機１００に設けられている場合についての態様について述べたが、このような例に限
定されることはない。本実施の形態による貨幣釣銭機の他の例として、硬貨釣銭機ではな
く紙幣釣銭機に操作表示部が設けられていてもよく、あるいは硬貨釣銭機および紙幣釣銭
機の両方に操作表示部がそれぞれ設けられていてもよい。また、筐体１１０の前部には硬
貨受入部１１４および硬貨払出部１１６がそれぞれ設けられている。
【００８０】
　また、図９に示すように、この硬貨受入部１１４には、当該硬貨受入部１１４により機
体内に取り込まれた硬貨を搬送する入金搬送部１０３が接続されている。ここで、硬貨受
入部１１４には、当該硬貨受入部１１４に投入された硬貨を１枚ずつ入金搬送部１０３に
繰り出す繰出部として搬送ベルト等が設けられている。また、硬貨受入部１１４には、当
該硬貨受入部１１４内に硬貨が残留するか否かを検知する光センサ等の残留検知センサ１
１４ａ（図９参照）が設けられている。そして、硬貨釣銭機１００において硬貨の入金処
理が行われる際に、硬貨受入部１１４内に硬貨が存在することが残留検知センサ１１４ａ
により検知されると繰出部としての搬送ベルトが駆動され、硬貨受入部１１４に受け入れ
られた硬貨が１枚ずつ搬送ベルトにより入金搬送部１０３に繰り出されるようになる。
【００８１】
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　図９に示すように、入金搬送部１０３の途中箇所には、硬貨の金種、真偽、正損、新旧
、搬送状態等の識別を行う硬貨識別部１０１と、分岐部１０４とがそれぞれ設けられてい
る。分岐部１０４は、硬貨識別部１０１による硬貨の識別結果に基づいて、リジェクト硬
貨等の、硬貨払出部１１６から払い出されるべき硬貨を入金搬送部１０３から出金搬送部
１０８に分岐させるようになっている。
【００８２】
　一方、正常硬貨等の機体内に収納されるべき硬貨は入金搬送部１０３により各硬貨収納
部１０６へ搬送されるようになっている。各硬貨収納部１０６は硬貨を金種別に収納する
ようになっている。具体的には、例えば入金搬送部１０３の上流側から高額順に硬貨が収
納される。
【００８３】
　出金搬送部１０８は、各硬貨収納部１０６から繰り出された硬貨を硬貨払出部１１６へ
搬送するようになっている。また、出金搬送部１０８は、分岐部１０４により入金搬送部
１０３から分岐させられたリジェクト硬貨等も硬貨払出部１１６へ搬送するようになって
いる。
【００８４】
　図９に示すように、硬貨払出部１１６の底部には開口が設けられており、この開口は図
示しない開閉部材により開閉自在となっている。また、硬貨払出部１１６の底部に設けら
れた開口の近傍には、硬貨回収袋１１９（図８参照）が取り付けられる袋取付部１１８が
設けられている。硬貨払出部１１６の底部に設けられた開口が開かれ、袋取付部１１８に
硬貨回収袋１１９が取り付けられると、出金搬送部１０８から硬貨払出部１１６に送られ
た硬貨は当該硬貨払出部１１６に集積されることなく硬貨回収袋１１９に収納されるよう
になる。
【００８５】
　次に、紙幣釣銭機２００の構成について具体的に説明する。図８および図９に示すよう
に、紙幣釣銭機２００は、筐体２１０と、この筐体２１０内の略中央部に設けられた環状
の周回搬送部２０３ａとを備えている。また、紙幣受入部２１４、３つの紙幣収納部２０
６、紙幣払出部２１６、出金リジェクト部２０４および紙幣回収カセット２０７が、周回
搬送部２０３ａを外側から取り囲むように配置されている。
【００８６】
　また、紙幣釣銭機２００の筐体２１０の内部には、紙幣受入部２１４、各紙幣収納部２
０６、紙幣払出部２１６、出金リジェクト部２０４および紙幣回収カセット２０７の各々
と、周回搬送部２０３ａとの間をそれぞれ接続する複数の接続搬送部２０３ｂが形成され
ている。また、周回搬送部２０３ａには紙幣識別部２０１が設けられており、この紙幣識
別部２０１は、当該紙幣識別部２０１を通過する紙幣の金種、真偽、正損、新旧、搬送状
態等の識別を行うようになっている。
【００８７】
　また、周回搬送部２０３ａと各接続搬送部２０３ｂとの間で紙幣の搬送経路を切り換え
る経路切換部（図示せず）が、周回搬送部２０３ａに沿って配置されている。
【００８８】
　図２および図３に示すように、筐体２１０の前面には、紙幣受入部２１４の紙幣受入口
２１４ａと、紙幣払出部２１６の紙幣取出口２１６ａとがそれぞれ設けられている。また
、紙幣回収カセット２０７は筐体２１０に対して着脱可能に設置されている。
【００８９】
　紙幣受入部２１４は、投入された紙幣を検知すると駆動され、紙幣受入口２１４ａに挿
入された入金紙幣を一括で取り込んで、周回搬送部２０３ａ側へ１枚ずつ繰り出すように
なっている。各紙幣収納部２０６は、紙幣識別部２０１の識別結果に基づいて紙幣を金種
別に収納する。紙幣払出部２１６は、各紙幣収納部２０６から周回搬送部２０３ａに繰り
出された紙幣を紙幣取出口２１６ａより筐体２１０の外部へ放出するようになっている。
【００９０】
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　出金リジェクト部２０４は、紙幣の出金処理が行われる際に紙幣収納部２０６から繰り
出された紙幣のうち、斜行等の搬送異常により紙幣識別部２０１で正常に識別することが
できない紙幣を出金リジェクト紙幣として収納する。また、紙幣受入部２１４から機体内
に取り込まれた紙幣のうち、汚損等により紙幣識別部２０１で正常に識別することができ
ない紙幣は入金リジェクト紙幣として紙幣払出部２１６に返却されるようになっている。
【００９１】
　紙幣回収カセット２０７は筐体２１０の前面から引き出すことにより当該筐体２１０の
外部に取り出すことができるようになっている。
【００９２】
　次に、ＰＯＳレジスタ３００の構成について具体的に説明する。ＰＯＳレジスタ３００
は、商品の購入情報を登録するとともに、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に対して
硬貨や紙幣の入出金処理を行わせるようになっている。
【００９３】
　ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０は、図９に示すように、硬貨釣銭機１００
の上位制御部１２０に通信可能に接続されているとともに、店舗サーバ５００にも通信可
能に接続されている。そして、このＰＯＳ制御部３３０は、硬貨釣銭機１００の上位制御
部１２０を介して当該硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の
紙幣釣銭機制御部２３０に指令を送ることにより硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００に
対して硬貨や紙幣の入出金処理を行わせるようになっている。また、ＰＯＳ制御部３３０
は、硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０や紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部
２３０から、上位制御部１２０を介して、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における
硬貨や紙幣の処理状況に係る情報を受け取るようになっている。
【００９４】
　操作部３０４は、店員が操作することができるようになっており、ＰＯＳ制御部３３０
に対して様々な指令を与えることができるようになっている。また、表示部３０２は、硬
貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣の処理状況や、硬貨釣銭機１００
や紙幣釣銭機２００の在高を表示するようになっている。また、ＰＯＳレジスタ３００に
は顧客向けの追加の表示部３０２ａが設けられており、様々な情報を表示部３０２に表示
させる代わりに、あるいは表示部３０２における表示に加えて、追加の表示部３０２ａに
おいて顧客向けの表示が行われるようになっている。また、ＰＯＳレジスタ３００にはカ
ードリーダライタ３３６および印字部３３８が設けられている（図１０参照、図８および
図９では図示せず）。カードリーダライタ３３６は、店員のＩＤカードを読み取ることに
より店員のＩＤや権限等に関する情報を取得するようになっている。また、印字部３３８
は例えばプリンタから構成され、取引内容を印字したり（通常の取引レシート）、硬貨釣
銭機１００や紙幣釣銭機２００の在高等の様々な情報を印字したりするようになっている
。
【００９５】
　また、図８等に示すように、ＰＯＳレジスタ３００には、商品棚に陳列される商品に付
されたバーコードの情報を読み取るバーコードスキャナ３５０が設けられている。
【００９６】
　図１０は、上述のような構成からなる硬貨釣銭機１００、紙幣釣銭機２００およびＰＯ
Ｓレジスタ３００の制御系の構成を示す制御ブロック図である。図１０に示すように、硬
貨釣銭機１００の上位制御部１２０には、硬貨釣銭機１００のインターフェース１３２、
操作表示部１１２および記憶部１３４がそれぞれ接続されている。この上位制御部１２０
は、インターフェース１３２により、紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０および
ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０に対して信号の送受信を行うようになってい
る。また、店員により操作表示部１１２に入力された指令が当該操作表示部１１２から上
位制御部１２０に送られるとともに、上位制御部１２０は操作表示部１１２に指令を送る
ことにより当該操作表示部１１２に様々な情報を表示させるようになっている。より詳細
には、操作表示部１１２には、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣
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の処理状況や、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の在高が表示されるようになってい
る。また、記憶部１３４には、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００における硬貨や紙幣
の処理履歴や、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の在高等の様々な情報が記憶される
ようになっている。
【００９７】
　硬貨釣銭機１００の硬貨釣銭機制御部１３０には、硬貨受入部１１４、入金搬送部１０
３、硬貨識別部１０１、分岐部１０４、硬貨収納部１０６、出金搬送部１０８、硬貨払出
部１１６等がそれぞれ接続されており、硬貨識別部１０１から硬貨釣銭機制御部１３０に
硬貨の識別結果が送られるとともに、硬貨釣銭機制御部１３０から硬貨受入部１１４、入
金搬送部１０３、分岐部１０４、硬貨収納部１０６、出金搬送部１０８、硬貨払出部１１
６等の各々に対して様々な指令が送られるようになっている。
【００９８】
　紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０には、インターフェース２３２、紙幣受入
部２１４、周回搬送部２０３ａ、接続搬送部２０３ｂ、紙幣識別部２０１、紙幣収納部２
０６、出金リジェクト部２０４、紙幣払出部２１６等がそれぞれ接続されており、紙幣識
別部２０１から紙幣釣銭機制御部２３０に紙幣の識別結果が送られるとともに、紙幣釣銭
機制御部２３０から紙幣受入部２１４、周回搬送部２０３ａ、接続搬送部２０３ｂ、紙幣
収納部２０６、出金リジェクト部２０４、紙幣払出部２１６等の各々に対して様々な指令
が送られるようになっている。また、紙幣釣銭機２００の紙幣釣銭機制御部２３０は、イ
ンターフェース２３２により、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０に対して信号の送受
信を行うようになっている。
【００９９】
　また、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０には、表示部３０２、操作部３０４
、記憶部３３４、インターフェース３３２、カードリーダライタ３３６、印字部３３８等
がそれぞれ接続されており、店員によって操作部３０４により入力された指令が当該操作
部３０４からＰＯＳ制御部３３０に送られたり、カードリーダライタ３３６により読み取
られた店員のＩＤカードに係る情報がＰＯＳ制御部３３０に送られたりするようになって
いる。また、ＰＯＳ制御部３３０は表示部３０２に指令を送ることにより当該表示部３０
２に様々な情報を表示させるようになっている。また、ＰＯＳ制御部３３０は、表示部３
０２に様々な情報を表示させる代わりに、あるいは表示部３０２における表示に加えて、
追加の表示部３０２ａにおいて顧客向けの表示を行わせるようになっている。また、ＰＯ
Ｓ制御部３３０は印字部３３８に指令を送ることにより当該印字部３３８により様々な情
報を印字させるようになっている。また、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０は
、インターフェース３３２により、硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０や店舗サーバ５
００に対して信号の送受信を行うようになっている。また、記憶部３３４には、硬貨釣銭
機１００や紙幣釣銭機２００から送信された、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００にお
ける硬貨や紙幣の処理状況や、硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００の在高等の様々な情
報が記憶されるようになっている。
【０１００】
　次に、図８乃至図１０に示す硬貨釣銭機１００や紙幣釣銭機２００において硬貨や紙幣
の入金処理や出金処理を行う際の動作について以下に説明する。
【０１０１】
　まず、硬貨釣銭機１００において硬貨の入金処理を行う場合の動作について以下に説明
する。硬貨釣銭機１００の硬貨受入部１１４に硬貨が受け入れられると、硬貨受入部１１
４は、受け入れた硬貨を１層１列状態で１枚ずつ機体内に取り込み、取り込まれた硬貨は
入金搬送部１０３により搬送される。そして、入金搬送部１０３により搬送される硬貨は
硬貨識別部１０１により硬貨の識別が行われる。硬貨識別部１０１による硬貨の識別結果
に基づいて、リジェクト硬貨等の、硬貨払出部１１６から払い出されるべき硬貨であると
識別された硬貨は、分岐部１０４により入金搬送部１０３から出金搬送部１０８に分岐さ
せられ、当該出金搬送部１０８により硬貨払出部１１６に搬送される。一方、硬貨識別部
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１０１による硬貨の識別結果に基づいて、正常硬貨等の機体内に収納されるべき硬貨であ
ると識別された硬貨は、入金搬送部１０３により硬貨収納部１０６へ搬送され、当該硬貨
収納部１０６に金種別に収納される。
【０１０２】
　次に、硬貨釣銭機１００において硬貨の出金処理を行う場合の動作について以下に説明
する。硬貨釣銭機１００から釣銭としての硬貨を出金する場合には、操作者は操作表示部
１１２により出金されるべき硬貨の金種別の枚数や合計金額等を入力する。あるいは、Ｐ
ＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０から出金指令が上位制御部１２０を介して硬貨
釣銭機制御部１３０に送られることにより、硬貨釣銭機１００から釣銭としての硬貨が出
金されるようになる。硬貨釣銭機制御部１３０に対して出金指令が与えられると、硬貨収
納部１０６に収納されている硬貨が当該硬貨収納部１０６から繰り出され、繰り出された
硬貨は出金搬送部１０８により硬貨払出部１１６へ搬送される。このようにして、操作者
は、硬貨払出部１１６から硬貨を取り出すことができるようになる。
【０１０３】
　次に、紙幣釣銭機２００において紙幣の入金処理が行われる際の動作について説明する
。紙幣釣銭機２００の紙幣受入口２１４ａに紙幣が投入されると、紙幣受入部２１４は、
紙幣受入口２１４ａに投入された入金紙幣を一括で取り込んで、接続搬送部２０３ｂを介
して周回搬送部２０３ａに紙幣を１枚ずつ繰り出す。そして、周回搬送部２０３ａに繰り
出された紙幣は当該周回搬送部２０３ａにより搬送され、この際に紙幣識別部２０１によ
り紙幣の識別が行われる。紙幣識別部２０１により識別が行われた紙幣のうち正常な紙幣
であると判別された紙幣は、その金種に対応する各紙幣収納部２０６に送られ、これらの
紙幣収納部２０６に収納される。具体的には、ある紙幣収納部２０６には千円紙幣が収納
され、別の紙幣収納部２０６には二千円紙幣および五千円紙幣が混合状態で収納され、更
に別の紙幣収納部２０６には一万円紙幣が収納される。一方、紙幣識別部２０１による識
別結果により正常な紙幣ではないと判別された紙幣は入金リジェクト紙幣として周回搬送
部２０３ａおよび接続搬送部２０３ｂにより紙幣払出部２１６に搬送され、この紙幣払出
部２１６に集積される。そして、紙幣受入口２１４ａに投入された入金紙幣が全て各紙幣
収納部２０６または紙幣払出部２１６に送られた後、紙幣払出部２１６に集積された入金
リジェクト紙幣が紙幣取出口２１６ａに送られる。このことにより、操作者は、入金リジ
ェクト紙幣を紙幣取出口２１６ａから取り出して紙幣受入部２１４の紙幣受入口２１４ａ
に再投入することができるようになる。
【０１０４】
　次に、紙幣釣銭機２００において紙幣の出金処理が行われる際の動作について以下に説
明する。出金される紙幣の合計金額あるいは金種別の枚数等を含む出金処理の開始指令が
ＰＯＳレジスタ３００の操作部３０４や硬貨釣銭機１００の操作表示部１１２により上位
制御部１２０に入力されると、各紙幣収納部２０６に収納されている紙幣が１枚ずつ接続
搬送部２０３ｂに繰り出され、この接続搬送部２０３ｂから周回搬送部２０３ａに紙幣が
受け渡される。周回搬送部２０３ａに送られた紙幣は当該周回搬送部２０３ａで少なくと
も１周回るよう搬送され、この際に紙幣識別部２０１により紙幣の金種、真偽、正損、新
旧、搬送状態等の識別が行われる。紙幣識別部２０１により識別が行われた紙幣のうち正
常な紙幣であると判別された紙幣は紙幣払出部２１６に搬送され、この紙幣払出部２１６
に集積される。一方、紙幣識別部２０１による識別結果により正常な紙幣ではないと判別
された紙幣（例えば、重送や斜行等の搬送異常の紙幣）は出金リジェクト紙幣として周回
搬送部２０３ａおよび接続搬送部２０３ｂにより出金リジェクト部２０４に搬送され、こ
の出金リジェクト部２０４に集積される。出金リジェクト部２０４に集積された出金リジ
ェクト紙幣は、店舗の店長や管理者等の所定の権限を有する者が紙幣釣銭機２００の筐体
２１０から本体部分を手前側に引き出すことにより出金リジェクト部２０４から取り出す
ことができるようになる。そして、出金されるべき紙幣が各紙幣収納部２０６から紙幣払
出部２１６に送られた後、紙幣払出部２１６に集積された紙幣が一括して紙幣取出口２１
６ａに送られる。このことにより、操作者は、出金紙幣を紙幣取出口２１６ａから取り出
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すことができるようになる。
【０１０５】
　また、図８乃至図１０に示す貨幣釣銭機では、警送会社等の回収業者が硬貨釣銭機１０
０や紙幣釣銭機２００から硬貨や紙幣を回収することができるようになっている。また、
警送会社等の回収業者により硬貨や紙幣の回収処理が行われる際に、当該回収業者は硬貨
釣銭機１００や紙幣釣銭機２００において硬貨や紙幣の引渡処理を行うことができるよう
になっている。具体的には、硬貨釣銭機１００において硬貨の引渡処理を行うにあたり、
まず硬貨払出部１１６の底部に設けられた開口を開くとともに、袋取付部１１８に硬貨回
収袋１１９を取り付ける。その後、硬貨収納部１０６に収納されている硬貨が当該硬貨収
納部１０６から繰り出され、繰り出された硬貨が出金搬送部１０８により硬貨払出部１１
６へ搬送されると、出金搬送部１０８から硬貨払出部１１６に送られた硬貨は当該硬貨払
出部１１６に集積されることなく硬貨回収袋１１９に収納されるようになる。また、紙幣
釣銭機２００において紙幣の引渡処理を行うにあたり、筐体２１０の内部に紙幣回収カセ
ット２０７を装着させる。その後、各紙幣収納部２０６に収納されている紙幣が１枚ずつ
接続搬送部２０３ｂに繰り出され、この接続搬送部２０３ｂから周回搬送部２０３ａに紙
幣が受け渡される。そして、周回搬送部２０３ａに送られた紙幣は当該周回搬送部２０３
ａで少なくとも１周回るよう搬送され、この際に紙幣識別部２０１により紙幣の金種、真
偽、正損、新旧、搬送状態等の識別が行われる。紙幣識別部２０１により識別が行われた
紙幣のうち正常な紙幣であると判別された紙幣は紙幣回収カセット２０７に搬送され、こ
の紙幣回収カセット２０７に収納される。
【０１０６】
　上述したように図８乃至図１０に示す貨幣釣銭機において硬貨や紙幣の引渡処理が行わ
れた後、警送会社等の回収業者が硬貨釣銭機１００の袋取付部１１８から硬貨回収袋１１
９を取り出したり紙幣釣銭機２００の筐体２１０から紙幣回収カセット２０７を取り出し
たりすることにより、当該回収業者は硬貨や紙幣を硬貨回収袋１１９や紙幣回収カセット
２０７ごと回収することができるようになる。
【０１０７】
　また、上述したように図８乃至図１０に示す貨幣釣銭機において、図１乃至図７に示す
貨幣処理機１０と同様の原理により、硬貨や紙幣の入金処理が行われる度に上述した硬貨
や紙幣の引渡処理が行われるようになっていてもよい。具体的には、記憶部１３４には、
各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に残置されるべき硬貨や紙幣の合計金額である
残置合計金額および各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に残置されるべき硬貨や紙
幣の金種毎の枚数である金種毎残置枚数に係る情報が記憶されるようになっている。また
、上位制御部１２０は、硬貨や紙幣の入金処理が行われる際に、各硬貨収納部１０６や各
紙幣収納部２０６に収納されている硬貨や紙幣の合計金額が記憶部１３４に記憶されてい
る残置合計金額よりも多い場合に、各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に収納され
ている硬貨や紙幣の合計金額が記憶部１３４に記憶されている残置合計金額と略同一にな
り、かつ各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に収納されている硬貨や紙幣の枚数が
記憶部１３４に記憶されている金種毎残置枚数に近づくように、硬貨受入部１１４や紙幣
受入部２１４または各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６から硬貨回収袋１１９や紙
幣回収カセット２０７（回収部）に硬貨や紙幣を送る貨幣送り処理が行われるようになっ
ている。この場合には、図８乃至図１０に示す貨幣釣銭機において硬貨や紙幣の入金処理
が行われる度に、所定の残置合計金額の貨幣を各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６
に残し、それ以外の貨幣を硬貨回収袋１１９や紙幣回収カセット２０７に送ることにより
、硬貨や紙幣を硬貨回収袋１１９や紙幣回収カセット２０７に送る貨幣送り処理をこまめ
に行うことができるようになる。このため、毎回の貨幣送り処理にかかる時間を短縮する
ことができるとともに各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に収納される硬貨や紙幣
の量を減らすことができるようになる。
【０１０８】
　なお、図８乃至図１０に示す貨幣釣銭機において、硬貨や紙幣の入金処理が行われる度
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に硬貨や紙幣の引渡処理を行うにあたり、硬貨釣銭機１００に設けられた上位制御部１２
０ではなく、ＰＯＳレジスタ３００に設けられたＰＯＳ制御部３３０が上述した制御と同
様の制御を行うようになっていてもよい。すなわち、ＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御
部３３０から硬貨釣銭機１００の上位制御部１２０に指令信号が送られることにより、貨
幣釣銭機において硬貨や紙幣の入金処理が行われる際に、各硬貨収納部１０６や各紙幣収
納部２０６に収納されている硬貨や紙幣の合計金額が記憶部１３４に記憶されている残置
合計金額よりも多い場合に、各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に収納されている
硬貨や紙幣の合計金額が記憶部１３４に記憶されている残置合計金額と略同一になり、か
つ各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に収納されている硬貨や紙幣の枚数が記憶部
１３４に記憶されている金種毎残置枚数に近づくように、硬貨受入部１１４や紙幣受入部
２１４または各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６から硬貨回収袋１１９や紙幣回収
カセット２０７（回収部）に硬貨や紙幣を送る貨幣送り処理が行われるようになっていて
もよい。また、ＰＯＳレジスタ３００に設けられた記憶部３３４に、各硬貨収納部１０６
や各紙幣収納部２０６に残置されるべき硬貨や紙幣の合計金額である残置合計金額および
各硬貨収納部１０６や各紙幣収納部２０６に残置されるべき硬貨や紙幣の金種毎の枚数で
ある金種毎残置枚数に係る情報が記憶されるようになっていてもよい。この場合には、こ
のようなＰＯＳレジスタ３００のＰＯＳ制御部３３０や記憶部３３４も、本発明に係る貨
幣処理機に含まれるものとする。
【符号の説明】
【０１０９】
１０　　　貨幣処理機
１１　　　筐体
１５　　　制御部
２０　　　紙幣処理装置
２１　　　紙幣投入口
２２　　　紙幣リジェクト口
２３　　　紙幣返却口
２４　　　扉
２５　　　搬送部
２６　　　識別部
２７、２７ａ、２７ｂ、２７ｃ　収納繰出部
２７ｐ　　ドラム
２８　　　紙幣ステージ
２９　　　紙幣保留部
２９ａ　　一時保留板
２９ｂ　　押さえ部材
３０　　　硬貨処理装置
３１　　　硬貨投入口
３１ａ　　シャッタ
３２　　　硬貨リジェクト口
３３　　　硬貨繰出部
３４　　　収納繰出部
３４ａ　　出金搬送部
３５　　　搬送部
３５ａ　　識別部
３５ｂ　　リジェクト選別部
３５ｃ　　オーバーフロー選別部
３６　　　選別部
３７　　　出金一時保留部
３８　　　硬貨返却口
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３８ａ　　扉
３９　　　収納シュート
４０　　　貨幣収納部
４１　　　紙幣回収カセット
４１ａ　　ステージ
４２　　　硬貨回収カセット
４３　　　プリンタ
４４　　　表示部
４５　　　操作部
４６　　　カードリーダ
４７　　　記憶部
４８　　　通信インターフェース部
５０　　　入金一時保留部
５０ｐ　　ドラム
５２　　　入金一時保留部
１００　　硬貨釣銭機
１０１　　硬貨識別部
１０３　　入金搬送部
１０４　　分岐部
１０６　　硬貨収納部
１０８　　出金搬送部
１１０　　筐体
１１２　　操作表示部
１１４　　硬貨受入部
１１４ａ　残留検知センサ
１１６　　硬貨払出部
１１８　　袋取付部
１１９　　硬貨回収袋
１２０　　上位制御部
１３０　　硬貨釣銭機制御部
１３２　　インターフェース
１３４　　記憶部
２００　　紙幣釣銭機
２０１　　紙幣識別部
２０３ａ　周回搬送部
２０３ｂ　接続搬送部
２０４　　出金リジェクト部
２０６　　紙幣収納部
２０７　　紙幣回収カセット
２１０　　筐体
２１４　　紙幣受入部
２１４ａ　紙幣受入口
２１６　　紙幣払出部
２１６ａ　紙幣取出口
２３０　　紙幣釣銭機制御部
２３２　　インターフェース
３００　　ＰＯＳレジスタ
３０２　　表示部
３０２ａ　追加の表示部
３０４　　操作部
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３３０　　ＰＯＳ制御部
３３２　　インターフェース
３３４　　記憶部
３３６　　カードリーダライタ
３３８　　印字部
３５０　　バーコードスキャナ
５００　　店舗サーバ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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